
あいにくの天気で本まつりは中止となりましたが、みこしを担ぎ練り歩く子どもたちの元気な掛け声
が町内のあちこちで響き渡りました＝4月14日（関連記事13ページ） 

広 

報 

K A S A M AT S U  P U B L I C  I N F O R M AT I O N

まちの人口　平成31年4月1日現在（前月比） 
人口 22,236人（減62）／男 10,726人（減16）／女 11,510人（減46）／世帯数 8,959世帯（減6） 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 
「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 

おなまえ 松脇 練之介 （円城寺） くん 

ま つ  わ き  れ ん  の  す け  

平成30年5月17日生 
松脇清高・由美さんの子 

いつも大きな声で元気な練くん螢� 
これからも元気よく素敵な練くんで育ってね。 

おなまえ 中野 陽斗 （西金池町） くん 

な か  の  は る  と  

平成30年5月17日生 
中野正隆・保奈実さんの子 

いつも笑顔のはるくん。 
お姉ちゃんと仲良く元気に育ってね。 

おなまえ 伊藤 咲 （門前町） ちゃん 

い  と う  さ き  

平成30年5月21日生 
伊藤貴章・優希さんの子 

にこにこ笑顔の咲ちゃん♪ 
たくさん笑って大きくなってね！！ 

応募対象 
応募期限 
応募方法 

平成30年7月生まれの赤ちゃん 
5月31日（金） 
企画課まで写真とコメントをご持参、 
もしくはメールでご応募ください。Eメール　kikaku@town.kasamatsu.lg.jp 
なお、応募者が多い場合は一人あたりの掲載枠が小さくなる可能性があります。 

詳しくは企画課広報担当まで 
お問合せください。 

ん に ち は こ ん に ち は こ ん に ち は こ ん に ち は こ Hello!Hello!

ホームページアドレス 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１  

第1回笠松町議会定例会議決結果 

笠松町議会　新議長ごあいさつ 

今後の水道料金と下水道使用料の 

　　　　　　　　　　あり方について 

平成31年度笠松町事務体制 
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　国の登録有形文化財である杉山邸で、4月26日から「五
月人形展」が開催されます。 
　町内の家庭から持ち寄られた五月人形や兜飾り、鯉
のぼりをはじめとする節句飾りのほか、杉山邸を管理す
るNPO法人「笠松を語り継ぐ会」の会員が手作りした
つるし藤などが母屋や蔵にところ狭しと並びます。 
　各家庭で大切にされてきた節句飾りを、町家造りの
風情ある会場でお楽しみください。 
【期間】5月6日（月・祝）まで 
【時間】午前9時30分～正午・午後1時30分～4時 
【場所】杉山邸（下本町63番地）　【料金】無料 

町制施行130年記念ロゴマーク 

～こどもたちの成長を願って～ 1枚 1枚 

立派な鯉のぼりが出迎える杉山邸 

令和元年5月1日　第1104号 



第1回笠松町議会定例会議決結果 （2月28日開会、3月15日閉会） 

第１号　平成３０年度笠松町一般会計補正予算（専決第
３号）の専決処分の承認 

　補正額 ８,３２３,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,７８６,３３１,０００円 

［補正内容］ 
・円城寺雨水調整池整備工事請負契約の一部変更
に伴い、工事請負費を増額 

第２号　笠松町森林環境譲与税基金条例 
森林環境譲与税を基金に積み立て、木材の利用促
進、普及啓発などに充てるものとする新規条例を制定 
第３号　笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例 
時間外勤務命令の上限を設ける所要の規定整備 

第４号　笠松町介護保険基金条例の一部を改正する条
例 

保険者機能強化推進交付金を活用した地域支援
事業の余剰金を基金に積み立て、次年度の地域支援
事業に充てることができるよう、所要の規定整備 
第５号　笠松町敬老祝金支給条例の一部を改正する条

例 
自立支援や介護予防事業などを充実させ、健康寿
命の延伸を進める施策の財源とするため、平成３１年
度から満７５歳の方への祝金の支給を廃止 
第６号　笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例 
平成３１年度分国民健康保険事業費納付金の確定

に伴い、保険税率の改正を行う所要の規定整備 
第７号　笠松町災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例 
災害援護資金の貸付利率などを見直す所要の規
定整備 
第８号　笠松町サイクリングロード整備工事請負契約

の一部変更 
　契約金額 変更前　６５,８８０,０００円 
 変更後　６６,０１７,１６０円 

第９号　笠松町多目的運動場の管理に係る指定管理者
の指定について 

○指定管理者に管理を行わせる公の施設 
　笠松町多目的運動場Ａ（天然芝）　笠松町江川堤外 
　笠松町多目的運動場Ｂ（人工芝）　笠松町江川堤外 
○指定管理者として指定する団体 
　一般財団法人　岐阜県サッカー協会 
○指定期間 
　平成31年4月1日から令和4年3月31日まで（3年間） 

第１０号　町道の路線認定 
宅地開発により設置された米野、田代地内の私有
道路を町道編入することに伴う路線認定（米野62号線、
田代70号線） 
第１１号　平成３０年度笠松町一般会計補正予算（第７号） 
　補正額 △１８,１０６,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,７６８,２２５,０００円 

［主な補正内容］ 
・かさまつ応援寄附金を基金に積み立てるため、積立
金を増額 
・大栄食品株式会社からの指定寄附を社会福祉基
金に積み立てるため、積立金を増額 

・篤志者からの寄附を活用し、松枝小学校と下羽栗小
学校に冷水器を設置するため、工事請負費を増額 
・その他事業精算に伴う所要の補正 
第１２号　平成３０年度笠松町国民健康保険特別会計補正

予算（第５号） 
　補正額 ９７,３８９,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,６４２,３３５,０００円 

［主な補正内容］ 
・事業精算に伴う所要の補正 
第１３号　平成３０年度笠松町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号） 
　補正額 △９２１,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２７３,３２５,０００円 

［主な補正内容］ 
・事業精算に伴う所要の補正 
第１４号　平成３０年度笠松町介護保険特別会計補正予算

（第４号） 
　補正額 △１１４,５５５,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 １,８１７,５７６,０００円 

［主な補正内容］ 
・事業精算に伴う所要の補正 
第１５号　平成３０年度笠松町下水道事業特別会計補正予

算（第５号） 
　補正額 ４,３２３,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ８０２,９２９,０００円 

［主な補正内容］ 
・事業精算に伴う所要の補正 
第１６号　平成３０年度笠松町水道事業会計補正予算（第

２号） 
　補正（予定）額 ５７３,０００円 
　補正後歳入歳出予算（予定）額 ３３０,８５６,０００円 

［主な補正内容］ 
・事業精算に伴う所要の補正 
第１７号　平成３１年度笠松町一般会計予算 
　歳入歳出予算総額 ６,７０７,０００,０００円 
　対前年度増減額 ２９０,０００,０００円 （４.５２%） 

第１８号　平成３１年度笠松町国民健康保険特別会計予算 
　歳入歳出予算総額 ２,３３８,７６６,０００円 
　対前年度増減額 △１６７,１３７,０００円 （△６.６７%） 

第１９号　平成３１年度笠松町後期高齢者医療特別会計
予算 

　歳入歳出予算総額 ２８６,３８２,０００円 
　対前年度増減額 １２,１３６,０００円 （４.４３%） 

第２０号　平成３１年度笠松町介護保険特別会計予算 
　歳入歳出予算総額 １,９３２,８３１,０００円 
　対前年度増減額 ６７,１１５,０００円 （３.６０%） 

第２１号　平成３１年度笠松町水道事業会計予算 
　歳入歳出予算総額 ６５９,５６１,０００円 
　対前年度増減額 ３２８,９６５,０００円 （９９.５１%） 

第２２号　平成３１年度笠松町下水道事業会計予算 
　歳入歳出予算総額 １,４２２,３１７,０００円 
　対前年度増減額 １,４２２,３１７,０００円 （―%） 

［すべて可決］ 
【報告】 
・円城寺雨水調整池整備工事請負契約の一部変更 
 1件 

第２４号　平成３１年度笠松町一般会計補正予算（第１号） 
　補正額 ５,９３２,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,７１２,９３２,０００円 

［補正内容］ 
・風しん抗体保有率の低い世代を対象に、平成31年
度から3年間かけて追加的対策を実施することに伴
い、対象者の抗体検査などの諸経費を増額 

［可決］ 

第1回笠松町議会臨時会議決結果 （4月1日開会　同日閉会） 

正副議長・委員長が決まりました 

　4月1日の笠松町議会臨時会で、議長・副議

長の選挙が行われました。また、交通対策特別

委員会委員長の交代が報告されました。 

（敬称略） 

議　　長　伏屋 隆男 

副 議 長　竹中 光重 

 
【交通対策特別委員会】 
委 員 長　船橋 義明 

就任あいさつ 笠松町議会議長 伏屋 隆男 

　町民の皆様、こんにちは。 

　この度、4月1日の笠松町議会臨時会において、

議長選挙が行われ、第52代議長に選出され、

10年前の平成21年度に続き2度目の就任となり

ました。今年は、天皇陛下の退位と即位にともな

い元号も改正されることから、平成最後であり、

令和最初の議長となる節目の年となりますので、

職責の重さを今まで以上に痛感し、町民の皆様

が笠松町民として誇りを持っていただけるよう

全力を傾注する所存であります。 

　さて、本年笠松町が取り組む政策として、「町

民の生命と財産を守る強いまちづくり」「心身と

もに健全で人間味豊かに成長できるまちづくり」

「快適で機能的な生活環境を創出するまちづく

り」を重点としておりますが、議会としましても全

面的に支持し、行政の事業展開を見守っていき

ます。 

　また、平成23年度より行っております第5次総

合計画も残り2年となり、新たに令和3年度から

始まる第6次総合計画の策定作業に入りますが、

笠松町の将来像を描くもので町民の皆様の意

向を議会で十分反映できるようにしてまいります。 

　私たち議会としましても、町民サービスの向上

を目指し、全議員一丸となって取り組みますので、

今後もご理解とご協力を切にお願い申し上げ、

就任のあいさつといたします。 

寄　附 
【一般寄附金】笠松町北及岩田姓懇親会一同 現金 2千円 

【教育振興事業】株式会社　光製作所 現金 600万円 

町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



第1回笠松町議会定例会議決結果 （2月28日開会、3月15日閉会） 

第１号　平成３０年度笠松町一般会計補正予算（専決第
３号）の専決処分の承認 

　補正額 ８,３２３,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,７８６,３３１,０００円 

［補正内容］ 
・円城寺雨水調整池整備工事請負契約の一部変更
に伴い、工事請負費を増額 

第２号　笠松町森林環境譲与税基金条例 
森林環境譲与税を基金に積み立て、木材の利用促
進、普及啓発などに充てるものとする新規条例を制定 
第３号　笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例 
時間外勤務命令の上限を設ける所要の規定整備 

第４号　笠松町介護保険基金条例の一部を改正する条
例 

保険者機能強化推進交付金を活用した地域支援
事業の余剰金を基金に積み立て、次年度の地域支援
事業に充てることができるよう、所要の規定整備 
第５号　笠松町敬老祝金支給条例の一部を改正する条

例 
自立支援や介護予防事業などを充実させ、健康寿
命の延伸を進める施策の財源とするため、平成３１年
度から満７５歳の方への祝金の支給を廃止 
第６号　笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例 
平成３１年度分国民健康保険事業費納付金の確定

に伴い、保険税率の改正を行う所要の規定整備 
第７号　笠松町災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例 
災害援護資金の貸付利率などを見直す所要の規
定整備 
第８号　笠松町サイクリングロード整備工事請負契約

の一部変更 
　契約金額 変更前　６５,８８０,０００円 
 変更後　６６,０１７,１６０円 

第９号　笠松町多目的運動場の管理に係る指定管理者
の指定について 

○指定管理者に管理を行わせる公の施設 
　笠松町多目的運動場Ａ（天然芝）　笠松町江川堤外 
　笠松町多目的運動場Ｂ（人工芝）　笠松町江川堤外 
○指定管理者として指定する団体 
　一般財団法人　岐阜県サッカー協会 
○指定期間 
　平成31年4月1日から令和4年3月31日まで（3年間） 
第１０号　町道の路線認定 
宅地開発により設置された米野、田代地内の私有
道路を町道編入することに伴う路線認定（米野62号線、
田代70号線） 
第１１号　平成３０年度笠松町一般会計補正予算（第７号） 
　補正額 △１８,１０６,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,７６８,２２５,０００円 

［主な補正内容］ 
・かさまつ応援寄附金を基金に積み立てるため、積立
金を増額 
・大栄食品株式会社からの指定寄附を社会福祉基
金に積み立てるため、積立金を増額 

・篤志者からの寄附を活用し、松枝小学校と下羽栗小
学校に冷水器を設置するため、工事請負費を増額 
・その他事業精算に伴う所要の補正 
第１２号　平成３０年度笠松町国民健康保険特別会計補正

予算（第５号） 
　補正額 ９７,３８９,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,６４２,３３５,０００円 

［主な補正内容］ 
・事業精算に伴う所要の補正 
第１３号　平成３０年度笠松町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号） 
　補正額 △９２１,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２７３,３２５,０００円 

［主な補正内容］ 
・事業精算に伴う所要の補正 
第１４号　平成３０年度笠松町介護保険特別会計補正予算

（第４号） 
　補正額 △１１４,５５５,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 １,８１７,５７６,０００円 

［主な補正内容］ 
・事業精算に伴う所要の補正 
第１５号　平成３０年度笠松町下水道事業特別会計補正予

算（第５号） 
　補正額 ４,３２３,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ８０２,９２９,０００円 

［主な補正内容］ 
・事業精算に伴う所要の補正 
第１６号　平成３０年度笠松町水道事業会計補正予算（第

２号） 
　補正（予定）額 ５７３,０００円 
　補正後歳入歳出予算（予定）額 ３３０,８５６,０００円 

［主な補正内容］ 
・事業精算に伴う所要の補正 
第１７号　平成３１年度笠松町一般会計予算 
　歳入歳出予算総額 ６,７０７,０００,０００円 
　対前年度増減額 ２９０,０００,０００円 （４.５２%） 

第１８号　平成３１年度笠松町国民健康保険特別会計予算 
　歳入歳出予算総額 ２,３３８,７６６,０００円 
　対前年度増減額 △１６７,１３７,０００円 （△６.６７%） 

第１９号　平成３１年度笠松町後期高齢者医療特別会計
予算 

　歳入歳出予算総額 ２８６,３８２,０００円 
　対前年度増減額 １２,１３６,０００円 （４.４３%） 

第２０号　平成３１年度笠松町介護保険特別会計予算 
　歳入歳出予算総額 １,９３２,８３１,０００円 
　対前年度増減額 ６７,１１５,０００円 （３.６０%） 

第２１号　平成３１年度笠松町水道事業会計予算 
　歳入歳出予算総額 ６５９,５６１,０００円 
　対前年度増減額 ３２８,９６５,０００円 （９９.５１%） 

第２２号　平成３１年度笠松町下水道事業会計予算 
　歳入歳出予算総額 １,４２２,３１７,０００円 
　対前年度増減額 １,４２２,３１７,０００円 （―%） 

［すべて可決］ 
【報告】 
・円城寺雨水調整池整備工事請負契約の一部変更 
 1件 

第２４号　平成３１年度笠松町一般会計補正予算（第１号） 
　補正額 ５,９３２,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,７１２,９３２,０００円 

［補正内容］ 
・風しん抗体保有率の低い世代を対象に、平成31年
度から3年間かけて追加的対策を実施することに伴
い、対象者の抗体検査などの諸経費を増額 

［可決］ 

第1回笠松町議会臨時会議決結果 （4月1日開会　同日閉会） 

正副議長・委員長が決まりました 

　4月1日の笠松町議会臨時会で、議長・副議

長の選挙が行われました。また、交通対策特別

委員会委員長の交代が報告されました。 

（敬称略） 

議　　長　伏屋 隆男 

副 議 長　竹中 光重 

 
【交通対策特別委員会】 
委 員 長　船橋 義明 

就任あいさつ 笠松町議会議長 伏屋 隆男 

　町民の皆様、こんにちは。 

　この度、4月1日の笠松町議会臨時会において、

議長選挙が行われ、第52代議長に選出され、

10年前の平成21年度に続き2度目の就任となり

ました。今年は、天皇陛下の退位と即位にともな

い元号も改正されることから、平成最後であり、

令和最初の議長となる節目の年となりますので、

職責の重さを今まで以上に痛感し、町民の皆様

が笠松町民として誇りを持っていただけるよう

全力を傾注する所存であります。 

　さて、本年笠松町が取り組む政策として、「町

民の生命と財産を守る強いまちづくり」「心身と

もに健全で人間味豊かに成長できるまちづくり」

「快適で機能的な生活環境を創出するまちづく

り」を重点としておりますが、議会としましても全

面的に支持し、行政の事業展開を見守っていき

ます。 

　また、平成23年度より行っております第5次総

合計画も残り2年となり、新たに令和3年度から

始まる第6次総合計画の策定作業に入りますが、

笠松町の将来像を描くもので町民の皆様の意

向を議会で十分反映できるようにしてまいります。 

　私たち議会としましても、町民サービスの向上

を目指し、全議員一丸となって取り組みますので、

今後もご理解とご協力を切にお願い申し上げ、

就任のあいさつといたします。 

寄　附 
【一般寄附金】笠松町北及岩田姓懇親会一同 現金 2千円 

【教育振興事業】株式会社　光製作所 現金 600万円 

町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



平成29年度一般会計等財務書類4表を公表します 
　笠松町一般会計等財務書類4表について、すべての地方公共団体に適用される総務省の「統一
的な基準」に基づき作成しましたので公表します。 
　一般会計等財務書類4表とは、町の普通会計の資産や負債、行政コスト、資金収支の状況を明ら
かにするものです。 

今後の水道料金と下水道使用料のあり方について 

　水道事業や下水道事業における公営企業を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、今後は、人
口減少に伴う料金や使用料収入の減少、高度経済成長期に設置した施設の老朽化対策に伴う費
用の増加などが見込まれます。将来にわたって安定的にサービスを提供するには、効率的・安定的な
事業を行い、経営の基盤強化に一層努める必要があります。 
　このような状況を踏まえて、町の今後の水道事業と下水道事業の健全な経営を図るため「水道料
金及び下水道使用料改定の適否を含めた水道料金及び下水道使用料のあり方について」審議を
いただくよう、平成30年10月29日に笠松町上下水道事業経営審議会へ意見を求めました。 

資産の部 
1. 有形固定資産 
 （公共資産） 
2. 投資など 
 　基金（特目）など 
 　出資金・その他 
3. 流動資産 
 　預金 
 　基金など 
 　未収金・その他 
資産合計 

 
10,287,911 

 
710,933 
584,306 
126,627 
1,275,706 
452,552 
675,674 
147,480 

12,274,550

 
人件費など 
物件費、減価償却費、維持補修費など 
支払利息など 
社会保障給付、補助金など 
　　　　　　　　　　　　　　合計 

負債の部 
1. 固定負債 
 　（将来の負担） 
2. 流動負債 
 　（来年度の負担） 
負債合計 

純資産の部 
純資産合計 
 （これまでの世代の負担） 
 
負債・純資産合計 

 
7,160,474 

 
624,163 

 
7,784,637 

 
4,489,913 

 
 

12,274,550

経常費用 
1. 人にかかるコスト 
2. 物にかかるコスト 
3. その他のコスト 
4. 移転支出的なコスト 
 

経常収益 
使用料・手数料、事業収益など 

純経常行政コスト 
臨時損失など 
臨時利益など 

純行政コスト 

 
882,222 
1,539,681 
258,661 
3,301,086 
5,981,650 

 
146,697 
5,834,953 

0 
0 

5,834,953

 
 
町税、地方交付税など 
国県補助金など 
資産評価差額による変動など 

期首純資産残高 
純行政コスト 
税収等 
国県等補助金 
その他 

期末純資産残高 

3,606,093 
△5,834,953 
4,609,222 
1,450,692 
658,859 
4,489,913

 
（収入）町税など（支出）人件費・社会保障給付など 
（収入）国県補助金など（支出）公共施設整備費など 
（収入）地方債発行収入など（支出）地方債償還費など 
　　　　　　　　　　　　　　当期収支 

期首資金残高 
1. 業務活動収支 
2. 投資活動収支 
3. 財務活動収支 

 
本年度末歳計外現金残高 
本年度末現金預金残高 

433,086 
158,495 

△618,286 
422,478 
△37,313 
56,779 
452,552

　決算期末の財政状
態を明らかにするため
のものです。 
　左側の資産の部は、
これまでに取得した財
産の総額を記載し、右
側には資産を形成す
る際に要した財源の
調達状況を表わしてい
ます。 

　行政サービスに費
やされた費用（コスト）と、
その行政サービスに対
する直接の対価（使
用料など）を表わした
ものです。 
　経常行政コスト合
計から経常収益合計
を差引いたものが純経
常行政コストとなります。 

　資産と負債の差額
である純資産の1年間
の変動内容を表わし
たものです。 

　1年間の資金の動
きを明らかにする計算
書です。 
　業務活動収支、投
資活動収支、投資・財
務活動収支に分けて
表わしています。 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

平成30年3月31日現在 

自 平成29年4月 1日 
至 平成30年3月31日 

自 平成29年4月 1日 
至 平成30年3月31日 

自 平成29年4月 1日 
至 平成30年3月31日 

※財務書類4表（一般会計等・全体会計・連結会計）の詳細は、町ホームページと役場1階の行政情報コーナーで公表しています。 

行政コスト計算書  

貸借対照表（バランスシート） 

純資産変動計算書 

資 金 収 支 計 算 書  

経常的な費用と収入 

純資産の増減 

現金の動き 

町内会連合会総会　自主防災会協議会総会　開催 
　平成30年度町内会連合会・自主防災会協議会総会が3月28日に笠松町役場で行われ、両会の
平成31年度予算と事業計画が承認されました。 
　また、長年にわたって町内会長を務められ、町内会組織の発展などに尽くされた方に広江町長か
ら表彰状と記念品が贈られました。 
　総会終了後には、広江町長から平成31年度の予算や重要施策の説明がありました。 
　表彰された方は次のとおりです。　（敬称略） 
【5年表彰】 
　　鐡田 孝之（港町） 
　　森 多紀夫（北及第1） 
　　福井 　充（北門間） 
　　松原 安雄（南栄町） 

水道事業と下水道事業を取り巻く状況 

　笠松町上下水道事業経営審議会は、受益者の方や学識経験を有する方などで構成され、平成
30年10月より3回にわたって慎重な審議が行われ、平成31年2月4日には審議会会長より広江町長に
審議結果が提出されました。 

笠松町上下水道事業経営審議会 

　下水道使用料の改定率と改定時期は、条例改正に伴う町議会の議決が必要となりますので、
審議結果を尊重しつつ町議会と協議をしていきます。 

今後のスケジュール 

〈水道料金のあり方〉 
・令和3年度までの当面3年間は改定を行わない。 

〈下水道使用料のあり方〉 
・今回の審議結果に基づく使用料算定期間は平成31年度から令和3年度までの3年間とした
うえで、下水道事業に対して国の基準に基づかない一般会計からの繰入金が0となるよう、使
用料の30%改定（値上げ）を妥当とする。 
・消費税率の改定は令和元年10月の見込みであるが、その時期にかかわらず可能な限り早期
に下水道使用料の改定を行うことが適当である。 

主な審議結果 

町内会連合会総会の様子 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



平成29年度一般会計等財務書類4表を公表します 
　笠松町一般会計等財務書類4表について、すべての地方公共団体に適用される総務省の「統一
的な基準」に基づき作成しましたので公表します。 
　一般会計等財務書類4表とは、町の普通会計の資産や負債、行政コスト、資金収支の状況を明ら
かにするものです。 

今後の水道料金と下水道使用料のあり方について 

　水道事業や下水道事業における公営企業を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、今後は、人
口減少に伴う料金や使用料収入の減少、高度経済成長期に設置した施設の老朽化対策に伴う費
用の増加などが見込まれます。将来にわたって安定的にサービスを提供するには、効率的・安定的な
事業を行い、経営の基盤強化に一層努める必要があります。 
　このような状況を踏まえて、町の今後の水道事業と下水道事業の健全な経営を図るため「水道料
金及び下水道使用料改定の適否を含めた水道料金及び下水道使用料のあり方について」審議を
いただくよう、平成30年10月29日に笠松町上下水道事業経営審議会へ意見を求めました。 

資産の部 
1. 有形固定資産 
 （公共資産） 
2. 投資など 
 　基金（特目）など 
 　出資金・その他 
3. 流動資産 
 　預金 
 　基金など 
 　未収金・その他 
資産合計 

 
10,287,911 

 
710,933 
584,306 
126,627 
1,275,706 
452,552 
675,674 
147,480 

12,274,550

 
人件費など 
物件費、減価償却費、維持補修費など 
支払利息など 
社会保障給付、補助金など 
　　　　　　　　　　　　　　合計 

負債の部 
1. 固定負債 
 　（将来の負担） 
2. 流動負債 
 　（来年度の負担） 
負債合計 

純資産の部 
純資産合計 
 （これまでの世代の負担） 
 
負債・純資産合計 

 
7,160,474 

 
624,163 

 
7,784,637 

 
4,489,913 

 
 

12,274,550

経常費用 
1. 人にかかるコスト 
2. 物にかかるコスト 
3. その他のコスト 
4. 移転支出的なコスト 
 

経常収益 
使用料・手数料、事業収益など 

純経常行政コスト 
臨時損失など 
臨時利益など 

純行政コスト 

 
882,222 
1,539,681 
258,661 
3,301,086 
5,981,650 

 
146,697 
5,834,953 

0 
0 

5,834,953

 
 
町税、地方交付税など 
国県補助金など 
資産評価差額による変動など 

期首純資産残高 
純行政コスト 
税収等 
国県等補助金 
その他 

期末純資産残高 

3,606,093 
△5,834,953 
4,609,222 
1,450,692 
658,859 
4,489,913

 
（収入）町税など（支出）人件費・社会保障給付など 
（収入）国県補助金など（支出）公共施設整備費など 
（収入）地方債発行収入など（支出）地方債償還費など 
　　　　　　　　　　　　　　当期収支 

期首資金残高 
1. 業務活動収支 
2. 投資活動収支 
3. 財務活動収支 

 
本年度末歳計外現金残高 
本年度末現金預金残高 

433,086 
158,495 

△618,286 
422,478 
△37,313 
56,779 
452,552

　決算期末の財政状
態を明らかにするため
のものです。 
　左側の資産の部は、
これまでに取得した財
産の総額を記載し、右
側には資産を形成す
る際に要した財源の
調達状況を表わしてい
ます。 

　行政サービスに費
やされた費用（コスト）と、
その行政サービスに対
する直接の対価（使
用料など）を表わした
ものです。 
　経常行政コスト合
計から経常収益合計
を差引いたものが純経
常行政コストとなります。 

　資産と負債の差額
である純資産の1年間
の変動内容を表わし
たものです。 

　1年間の資金の動
きを明らかにする計算
書です。 
　業務活動収支、投
資活動収支、投資・財
務活動収支に分けて
表わしています。 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

平成30年3月31日現在 

自 平成29年4月 1日 
至 平成30年3月31日 

自 平成29年4月 1日 
至 平成30年3月31日 

自 平成29年4月 1日 
至 平成30年3月31日 

※財務書類4表（一般会計等・全体会計・連結会計）の詳細は、町ホームページと役場1階の行政情報コーナーで公表しています。 

行政コスト計算書  

貸借対照表（バランスシート） 

純資産変動計算書 

資 金 収 支 計 算 書  

経常的な費用と収入 

純資産の増減 

現金の動き 

町内会連合会総会　自主防災会協議会総会　開催 
　平成30年度町内会連合会・自主防災会協議会総会が3月28日に笠松町役場で行われ、両会の
平成31年度予算と事業計画が承認されました。 
　また、長年にわたって町内会長を務められ、町内会組織の発展などに尽くされた方に広江町長か
ら表彰状と記念品が贈られました。 
　総会終了後には、広江町長から平成31年度の予算や重要施策の説明がありました。 
　表彰された方は次のとおりです。　（敬称略） 
【5年表彰】 
　　鐡田 孝之（港町） 
　　森 多紀夫（北及第1） 
　　福井 　充（北門間） 
　　松原 安雄（南栄町） 

水道事業と下水道事業を取り巻く状況 

　笠松町上下水道事業経営審議会は、受益者の方や学識経験を有する方などで構成され、平成
30年10月より3回にわたって慎重な審議が行われ、平成31年2月4日には審議会会長より広江町長に
審議結果が提出されました。 

笠松町上下水道事業経営審議会 

　下水道使用料の改定率と改定時期は、条例改正に伴う町議会の議決が必要となりますので、
審議結果を尊重しつつ町議会と協議をしていきます。 

今後のスケジュール 

〈水道料金のあり方〉 
・令和3年度までの当面3年間は改定を行わない。 

〈下水道使用料のあり方〉 
・今回の審議結果に基づく使用料算定期間は平成31年度から令和3年度までの3年間とした
うえで、下水道事業に対して国の基準に基づかない一般会計からの繰入金が0となるよう、使
用料の30%改定（値上げ）を妥当とする。 
・消費税率の改定は令和元年10月の見込みであるが、その時期にかかわらず可能な限り早期
に下水道使用料の改定を行うことが適当である。 

主な審議結果 

町内会連合会総会の様子 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



開始区域のお知らせ 下水道の供用 開始区域のお知らせ 下水道の供用 開始区域のお知らせ 下水道の供用 

●供用開始区域について 
町では、下水道の整備が完了した区域から順次供用開始をしています。 
平成31年4月1日現在、下水道が利用できる区域は下図のとおりです。 
令和2年4月からは、■の区域で下水道が利用できるようになる予定です。 
なお、この予定時期は、変更される場合がありますのでご了承ください。 
また、供用開始後3年以内に下水道への改造工事をしたときは、町の助成制度があります。 

供用開始済 

平成29年4月1日供用開始 
【助成金1万円】 

平成30年4月1日供用開始 
【助成金3万円】 

平成31年4月1日供用開始 
【助成金7万円】 
※該当区域なし 

令和2年4月1日供用開始 
【予定】 

●下水道への接続についてのお願い 
　下水道法（第10条）では、「遅滞なく、その土地の下水を公共下水道へ流入させるための排水設備を設置し
なければならない」と規定されています。「遅滞なく」の意味としては、皆さん方それぞれの諸事情が許す限り
「速やかに下水道に接続しなければならない」ということです。 
　下水道は皆さん全てにご利用いただかなければ、本来の目的である生活環境や公衆衛生の向上と自然や水
質の保全を達成することは出来ませんし、多額の税金や費用を使って建設しただけの効果が得られなくなって
しまいます。下水道の整備・利用は私たちの未来に対する義務と考えていただくようお願いします。 
　なお、汲取り便所が設けられている建物の場合には、その区域で公共下水道が供用開始されてから3年以内
にその便所を水洗便所に改造しなければならないということも、下水道法（第11条の3）で規定されています。 
　下水道への接続工事に関することは、町の指定する工事店にお問合せください。 
　※指定店名簿は、次項を参照してください。 

平成31年4月1日現在 
【問合先】水道課　蕁388‐1118
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令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



西垣ポンプ設備株式会社 

株式会社サンセキ 

株式会社清水 

有限会社マル岐加藤工業 

近藤設備株式会社 

株式会社加藤商店 

有限会社ハヤカワ 

株式会社中部空調サービス 

有限会社一原設備 

三起建設有限会社 

名岐水道株式会社 

株式会社西武管商 

協栄設備工業株式会社 

有限会社萩野設備 

株式会社松波水道ポンプ工業所 

松南株式会社 

岡田産業株式会社 

マルエイガスサービス株式会社 

野々村ポンプ工業株式会社 

丸石株式会社 

金華設備工業株式会社 

松村工業株式会社 

株式会社渡辺工業 

株式会社高橋建材 

株式会社岐東設備 

堀政設備工業 

ユニオンテック株式会社 

有限会社和光工業 

株式会社クラシアン 

株式会社岐北冷機 

タイホウ産業 

ウスイ住宅設備 

株式会社桐山 

真野工業株式会社　岐阜支店 

S・A・Nライフ株式会社 

株式会社浅乃設備 

有限会社アイテック 

木地光設備有限会社 

株式会社オネステック 

三徳株式会社 

株式会社トオヤマ 

有限会社テクニカル水野 

イワタニ東海株式会社羽島支店 

井戸順工業株式会社 

マルヒコ株式会社 

大金建設株式会社 

株式会社浅川設備 

株式会社天王設備工業 

株式会社野村住設 

有限会社荘川設備 

平井工業株式会社 

石田水道株式会社 

株式会社尾関水道工業所 

丸共管工株式会社 

小木曽設備工業株式会社 

株式会社神田工業 

長谷川設備 

有限会社東海エアコン設備センター 

奥村設備 

株式会社藤吉設備 

株式会社丹羽住設 

豊和設備株式会社 

城西設備 

美濃工研株式会社 

株式会社倉望工業 

有限会社サンエコール 

兼松工業 

有限会社丸長設備工業 

株式会社長沼水道工業所 

有限会社早川水道工業 

有限会社新生設備 

有限会社小塚工業 

株式会社和泉 

近藤工業有限会社 

中屋 

株式会社アルテック 

箕浦設備工業株式会社 

美笠通3丁目12番地の1 

門間997番地 

円城寺1341番地 

門間343番地の1 

田代874番地 

東陽町12番地の4 

平島3丁目64番地 

平島4丁目36番地 

若宮地2丁目94番地 

八剣北6丁目30番地 

伏屋9丁目70番地 

平成2丁目102番地 

茜部中島1丁目62番地の2 

柳津町下佐波3丁目126番地 

長良188番地の2 

六条南3丁目6番9号 

宇佐南4丁目17番地の10 

須賀1丁目5番13号 

則武中1丁目2番地の9 

須賀1丁目10番1号 

早田本町3丁目80番地 

薮田東1丁目6番5号 

北野東519番地 

則武中2丁目3番2号 

北一色5丁目13番地の14号 

東鶉4丁目30番地 

中鶉1丁目30番地の1 

河渡1453番地2 

六条北3‐20‐17パピルス202 

岩崎999番地 

河渡2丁目18番地 

六条大溝4丁目8の11 

岩崎3丁目2番地6 

東明見町19番地 

高田3丁目9番地の6 

東改田字再勝62番地1 

領下7丁目47番地2 

日野西1丁目5番1号 

安食志良古26‐140 

江添二丁目9番15号 

笹土居町27番地 

北一色4丁目14番31号 

新生町1丁目15番地 

足近町直道673番地 

足近町市場12番地 

足近町5丁目446番地 

小熊町外粟野2丁目53番地 

小熊町天王1丁目55番地 

竹鼻町狐穴1068番地 

正木町曲利909番地の3 

足近町直道578番地 

鵜沼羽場町1丁目172番地の1 

川島河田町486番地 

那加前洞新町4丁目89番地 

那加南栄町86番地の4 

各務山の前町4丁目48番地 

大野町4丁目72番地 

蘇原新栄町1丁目79番地の3 

那加雄飛ケ丘町6番地の23 

那加西野町208番地 

犬ヶ渕町22番地 

長松町1087番地の1 

墨俣町墨俣525番地 

本今4丁目136番地1 

昼飯町373番地の7 

牧野町4丁目103番地の11 

本郷町65番地の2 

上白金1159番地の1 

本町4丁目7番地 

明生町5丁目1番6号 

政田1378番地 

四郷2258番地 

加茂野町加茂野191番地の1 

地蔵2丁目59番地 

神戸451 

曲路3丁目1番地 

黒野808番地の2

058‐388‐3771 

058‐388‐1462 

058‐387‐3765 

058‐387‐7569 

058‐387‐0777 

058‐387‐2740 

058‐247‐6807 

058‐247‐3711 

058‐247‐5340 

058‐248‐0773 

058‐240‐3800 

058‐248‐2550 

058‐271‐2579 

058‐279‐0395 

058‐232‐3171 

058‐274‐3224 

058‐272‐3000 

058‐273‐7321 

058‐231‐4352 

058‐271‐1918 

058‐231‐8001 

058‐271‐3912 

058‐229‐1619 

058‐231‐4804 

058‐245‐3521 

058‐273‐1426 

058‐274‐5361 

058‐252‐4850 

058‐277‐6273 

058‐237‐7788 

058‐255‐0561 

058‐271‐5888 

058‐236‐1030 

058‐272‐8156 

058‐240‐3024 

058‐214‐4201 

058‐215‐9914 

058‐249‐3630 

058‐235‐7933 

058‐213‐3109 

058‐265‐2729 

058‐247‐3728 

058‐392‐8998 

058‐391‐2592 

058‐391‐3319 

058‐392‐4471 

058‐391‐0517 

058‐392‐6372 

058‐392‐4655 

058‐391‐6297 

058‐392‐3588 

058‐384‐0312 

058‐689‐3538 

058‐383‐4336 

058‐383‐6221 

058‐384‐4146 

058‐383‐8735 

058‐382‐8433 

058‐382‐5564 

058‐389‐3815 

0584‐74‐5038 

0584‐91‐1173 

0584‐62‐5549 

0584‐89‐5720 

0584‐71‐3112 

0584‐91‐8618 

0575‐22‐7065 

0575‐28‐3243 

0575‐22‐0205 

0575‐22‐2895 

058‐323‐7511 

0584‐69‐3601 

0574‐28‐5411 

0584‐22‐5653 

0584‐27‐2333 

058‐324‐0084 

0585‐34‐1215
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業　者　名 住　所 電話番号 地　区 

 

 

笠松町 

 

 

 

 

 

岐南町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽島市 

 

 

 

 

 

 

 

 

各務原市 

 

 

 

 

 

 

大垣市 

 

 

 

 

関市 
 

 

本巣市 

輪之内町 

美濃加茂市 

垂井町 

神戸町 

北方町 

大野町 

指定内容 業　者　名 住　所 電話番号 地　区 指定内容 

有限会社滝川水道 稲沢市 矢合町2590番地の3 0587‐36‐2816 上水 

愛知県 

株式会社サンリフレホールディングス 渋谷区 東1丁目26番20号　東京建物東渋谷ビル12F 03‐6427‐5381 上水 

東京都 

株式会社イースマイル 大阪市 中央区瓦屋町3丁目7番3号イースマイルビル 0120‐123‐456 上水 

大阪府 

平成31年3月1日現在 

笠松町指定給水装置・排水設備工事業者一覧表 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



西垣ポンプ設備株式会社 

株式会社サンセキ 

株式会社清水 

有限会社マル岐加藤工業 

近藤設備株式会社 

株式会社加藤商店 

有限会社ハヤカワ 

株式会社中部空調サービス 

有限会社一原設備 

三起建設有限会社 

名岐水道株式会社 

株式会社西武管商 

協栄設備工業株式会社 

有限会社萩野設備 

株式会社松波水道ポンプ工業所 

松南株式会社 

岡田産業株式会社 

マルエイガスサービス株式会社 

野々村ポンプ工業株式会社 

丸石株式会社 

金華設備工業株式会社 

松村工業株式会社 

株式会社渡辺工業 

株式会社高橋建材 

株式会社岐東設備 

堀政設備工業 

ユニオンテック株式会社 

有限会社和光工業 

株式会社クラシアン 

株式会社岐北冷機 

タイホウ産業 

ウスイ住宅設備 

株式会社桐山 

真野工業株式会社　岐阜支店 

S・A・Nライフ株式会社 

株式会社浅乃設備 

有限会社アイテック 

木地光設備有限会社 

株式会社オネステック 

三徳株式会社 

株式会社トオヤマ 

有限会社テクニカル水野 

イワタニ東海株式会社羽島支店 

井戸順工業株式会社 

マルヒコ株式会社 

大金建設株式会社 

株式会社浅川設備 

株式会社天王設備工業 

株式会社野村住設 

有限会社荘川設備 

平井工業株式会社 

石田水道株式会社 

株式会社尾関水道工業所 

丸共管工株式会社 

小木曽設備工業株式会社 

株式会社神田工業 

長谷川設備 

有限会社東海エアコン設備センター 

奥村設備 

株式会社藤吉設備 

株式会社丹羽住設 

豊和設備株式会社 

城西設備 

美濃工研株式会社 

株式会社倉望工業 

有限会社サンエコール 

兼松工業 

有限会社丸長設備工業 

株式会社長沼水道工業所 

有限会社早川水道工業 

有限会社新生設備 

有限会社小塚工業 

株式会社和泉 

近藤工業有限会社 

中屋 

株式会社アルテック 

箕浦設備工業株式会社 

美笠通3丁目12番地の1 

門間997番地 

円城寺1341番地 

門間343番地の1 

田代874番地 

東陽町12番地の4 

平島3丁目64番地 

平島4丁目36番地 

若宮地2丁目94番地 

八剣北6丁目30番地 

伏屋9丁目70番地 

平成2丁目102番地 

茜部中島1丁目62番地の2 

柳津町下佐波3丁目126番地 

長良188番地の2 

六条南3丁目6番9号 

宇佐南4丁目17番地の10 

須賀1丁目5番13号 

則武中1丁目2番地の9 

須賀1丁目10番1号 

早田本町3丁目80番地 

薮田東1丁目6番5号 

北野東519番地 

則武中2丁目3番2号 

北一色5丁目13番地の14号 

東鶉4丁目30番地 

中鶉1丁目30番地の1 

河渡1453番地2 

六条北3‐20‐17パピルス202 

岩崎999番地 

河渡2丁目18番地 

六条大溝4丁目8の11 

岩崎3丁目2番地6 

東明見町19番地 

高田3丁目9番地の6 

東改田字再勝62番地1 

領下7丁目47番地2 

日野西1丁目5番1号 

安食志良古26‐140 

江添二丁目9番15号 

笹土居町27番地 

北一色4丁目14番31号 

新生町1丁目15番地 

足近町直道673番地 

足近町市場12番地 

足近町5丁目446番地 

小熊町外粟野2丁目53番地 

小熊町天王1丁目55番地 

竹鼻町狐穴1068番地 

正木町曲利909番地の3 

足近町直道578番地 

鵜沼羽場町1丁目172番地の1 

川島河田町486番地 

那加前洞新町4丁目89番地 

那加南栄町86番地の4 

各務山の前町4丁目48番地 

大野町4丁目72番地 

蘇原新栄町1丁目79番地の3 

那加雄飛ケ丘町6番地の23 

那加西野町208番地 

犬ヶ渕町22番地 

長松町1087番地の1 

墨俣町墨俣525番地 

本今4丁目136番地1 

昼飯町373番地の7 

牧野町4丁目103番地の11 

本郷町65番地の2 

上白金1159番地の1 

本町4丁目7番地 

明生町5丁目1番6号 

政田1378番地 

四郷2258番地 

加茂野町加茂野191番地の1 

地蔵2丁目59番地 

神戸451 

曲路3丁目1番地 

黒野808番地の2

058‐388‐3771 

058‐388‐1462 

058‐387‐3765 

058‐387‐7569 

058‐387‐0777 

058‐387‐2740 

058‐247‐6807 

058‐247‐3711 

058‐247‐5340 

058‐248‐0773 

058‐240‐3800 

058‐248‐2550 

058‐271‐2579 

058‐279‐0395 

058‐232‐3171 

058‐274‐3224 

058‐272‐3000 

058‐273‐7321 

058‐231‐4352 

058‐271‐1918 

058‐231‐8001 

058‐271‐3912 

058‐229‐1619 

058‐231‐4804 

058‐245‐3521 

058‐273‐1426 

058‐274‐5361 

058‐252‐4850 

058‐277‐6273 

058‐237‐7788 

058‐255‐0561 

058‐271‐5888 

058‐236‐1030 

058‐272‐8156 

058‐240‐3024 

058‐214‐4201 

058‐215‐9914 

058‐249‐3630 

058‐235‐7933 

058‐213‐3109 

058‐265‐2729 

058‐247‐3728 

058‐392‐8998 

058‐391‐2592 

058‐391‐3319 

058‐392‐4471 

058‐391‐0517 

058‐392‐6372 

058‐392‐4655 

058‐391‐6297 

058‐392‐3588 

058‐384‐0312 

058‐689‐3538 

058‐383‐4336 

058‐383‐6221 

058‐384‐4146 

058‐383‐8735 

058‐382‐8433 

058‐382‐5564 

058‐389‐3815 

0584‐74‐5038 

0584‐91‐1173 

0584‐62‐5549 

0584‐89‐5720 

0584‐71‐3112 

0584‐91‐8618 

0575‐22‐7065 

0575‐28‐3243 

0575‐22‐0205 

0575‐22‐2895 

058‐323‐7511 

0584‐69‐3601 

0574‐28‐5411 

0584‐22‐5653 

0584‐27‐2333 

058‐324‐0084 

0585‐34‐1215

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

上水 

下水 

下水 

下水 

下水 

下水 

 

下水 

 

下水 

下水 

下水 

 

下水 

下水 

下水 

下水 

下水 

 

下水 

下水 

 

 

 

 

下水 

 

下水 

 

 

下水 

下水 

 

下水 

下水 

下水 

下水 

下水 

下水 

下水 

下水 

下水 

下水 

下水 

 

下水 

 

下水 

下水 

下水 

下水 

下水 

 

 

下水 

下水 

下水 

 

下水 

下水 

下水 

下水 

 

 

下水 

 

 

 

下水 

下水 

下水 

 

下水 

下水 

下水 

 

下水 

下水 

業　者　名 住　所 電話番号 地　区 

 

 

笠松町 

 

 

 

 

 

岐南町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽島市 

 

 

 

 

 

 

 

 

各務原市 

 

 

 

 

 

 

大垣市 

 

 

 

 

関市 
 

 

本巣市 

輪之内町 

美濃加茂市 

垂井町 

神戸町 

北方町 

大野町 

指定内容 業　者　名 住　所 電話番号 地　区 指定内容 

有限会社滝川水道 稲沢市 矢合町2590番地の3 0587‐36‐2816 上水 

愛知県 

株式会社サンリフレホールディングス 渋谷区 東1丁目26番20号　東京建物東渋谷ビル12F 03‐6427‐5381 上水 

東京都 

株式会社イースマイル 大阪市 中央区瓦屋町3丁目7番3号イースマイルビル 0120‐123‐456 上水 

大阪府 

平成31年3月1日現在 

笠松町指定給水装置・排水設備工事業者一覧表 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



総 務 課  
（課長　佐々木 正道） 

税 務 課  
（課長　田島 直樹） 

総 務 部  
（部長　村井 隆文） 
（参与　平岩 敬康  
議会事務局長兼務） 

部などの名称 
（所属長名） 

施設の名称 所在地・電話 最寄りの巡回バスのバス停 事務の内容 
課などの名称 

（所属長名） 
担当の名称 執務場所・電話 事務の内容 

企 画 課  
（課長　山内 明） 

環 境 経 済 課  
（課長　伊藤 博臣） 

企画環境経済部 
（部長　堀 仁志） 

住 民 課  
（課長　赤塚 暢子） 

住 民 福 祉 部  
（部長　服部 敦美） 

建 設 課  
（課長　森 泰人） 

建 設 部  
（部長　田中　幸治 
水道部長兼務） 

水 道 部  
（部長　田中　幸治 
建設部長兼務） 

教 育 文 化 課  
（課長　田島 茂樹） 

教 育 文 化 部  
（部長　足立 篤隆） 

会 計 課  
（課長　那波 哲也） 

会 計 管 理 者  
（那波 哲也　会計課長兼務） 

議 会 事 務 局  
（事務局長　平岩 敬康） 

水 道 課  
（課長　天野 富三） 

健 康 介 護 課  
（課長　今枝 貴子） 

庶務･行政･秘書 

契約管財 

危機管理対策 

資産税 

住民税 

収納管理 

財政・行財政改革推進対策 

企画・まちおこし推進 

生活環境 

産業振興 

戸籍住民 

国民健康保険 

年金・高齢者医療 

民生 

児童福祉・少子対策 

健康 

子育て世代包括支援 

介護 

管理 

土木 

都市計画 

庶務 

下水道工務 

上水道工務 

学校教育 

社会教育 

会計 

庶務 

笠松町役場　本庁（笠松町司町1番地　代表電話　058-388-1111） 
最寄りの巡回バスのバス停は「役場」 町長　広江 正明 副町長　川部 時文 

主な出先機関など 主な出先機関など 平成31年度　笠松町の事務体制 平成31年度　笠松町の事務体制 

関　係　機　関 関　係　機　関 

各種実行委員会 各種実行委員会 

職員人事、情報公開、個人情報保護、 
行政一般、選挙、町内会、秘書など 

契約、財産管理など  

消防、防災、防災行政無線、防犯 
 

固定資産税  

町民税、軽自動車税、納税・所得証明、 
臨時運行許可など 

町税などの徴収 
 

財政、行財政改革推進など  

広域行政、総合計画、統計、国際交流、 
公共施設巡回町民バス、行政無線放送、 
広報、公聴、まちの駅、NPO法人の認証、 
ふるさと納税など 

環境保全、公害、火葬場、墓地、ごみ、 
畜犬登録など 

農業、商工業、観光、イベントなど 
 

戸籍、住民票、印鑑証明など 
 

国民健康保険  

国民年金、後期高齢者医療、 
福祉医療など 

老人福祉、障がい者福祉など  

児童手当、保育所入退所、児童福祉、 
放課後児童クラブ、少子対策など 

各種健診、がん検診、予防接種など 
 

子育てに関する相談窓口、母子保健など 
 

介護保険  

道路占用、道路用地の買収、 
道路境界確定、地籍調査、交通安全など 

道路、河川の建設、維持管理、 
自転車駐車場など 

都市計画、建築確認、公園、 
屋外広告物など 

上下水道の加入申込み、 
料金の賦課徴収など 

下水道施設の建設、維持管理など 
 

水道施設の建設、維持管理など 
 

道徳教育、学校施設の管理など  

生涯学習、青少年育成、地域の文化活動、 
スポーツ振興、体育施設の管理など 

現金の出納、納税、手数料の納付など 
 

町議会に関する事務 

役場2階西側 

蕁388‐1111

役場1階西側 

蕁388‐1112

役場2階東側 

蕁388‐1113

役場2階東側 

蕁388‐1114

役場1階東側 

蕁388‐1115

役場2階東側 

蕁388‐1116

福祉健康センター 

蕁388‐7171

役場3階西側 

蕁388‐1117

役場1階西側 

蕁388‐1119

笠松中央公民館内 
蕁388‐3926
笠松中央公民館内 
蕁388‐3231

役場4階北側 

蕁388‐1110

役場3階西側 

蕁388‐1118

長池408番地の1 

蕁388‐7171

東陽町44番地の1 

蕁387‐1121

常盤町6番地 

蕁388‐3231

長池292番地 

蕁387‐0156

中野229番地 

蕁387‐8432

下本町87番地 

蕁388‐0161

円城寺439番地の1 

蕁387‐5321

田代290番地 

蕁388‐0811

西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） 

蕁388‐2355

岐南町八剣7丁目107番地（岐南町役場内） 

蕁245‐1133

住民検診、健康相談、妊娠・出産・子育て世代の
相談業務など 

施設利用申込み、老人クラブ、遺族会その他 
福祉関係団体の事務など 

公民館施設利用申込み、体育施設利用申込み、
生涯教育、スポーツ振興など 

施設利用申込み、諸証明の受付など 
 

施設利用申込み、諸証明の受付など  

歴史、民俗、自然、産業、科学に関する資料の展示、
保存など 

学校給食 
 

児童の健全育成 
 

笠松町の情報提供、情報発信など 
 

学校教育、社会教育など 

福祉健康センター 

福祉会館 

中央公民館前 

松枝小学校前 

総合会館 

歴史未来館前 

西円城寺前 

こども館前 

名鉄笠松駅前 

－ 

所在地 電話 事務の内容 

蕁388‐1111

蕁388‐1114

蕁387‐6266

蕁387‐5332

笠松町選挙管理委員会 

笠松町農業委員会 

（社福）笠松町地域振興公社 

（社福）笠松町社会福祉協議会 

選挙の執行・管理  

農地の利用関係の調整、技術の改良・ 
普及の指導 

第一保育所、松枝保育所、下羽栗保育所、 
こども館、ことばの教室の運営 

町から委託された地域包括支援センター事業の実施など 
笠松町心身障害者小規模授産所の運営 

司町1番地 
笠松町役場総務課内 

司町1番地 
笠松町役場環境経済課内 

上新町172番地 
 

長池408番地の1 
福祉健康センター内 

所在地 電話 事務の内容 

蕁388‐1114

蕁388‐3231

かさまつまちづくりイベント実行委員会 

笠松町民運動会実行委員会 

笠松町美術展実行委員会 

春まつり、川まつり、リバーサイドカーニバル 
 

町民大運動会 
 

美術展 

司町1番地 
笠松町役場環境経済課内 

常盤町6番地 
笠松中央公民館内 

常盤町6番地 
笠松中央公民館内 蕁388‐3231

福祉健康センター・ 
子育て世代包括支援センター 

福祉会館 

笠松中央公民館 

松枝公民館　松枝支所 

総合会館　下羽栗支所 

歴史未来館 

学校給食センター 

こども館 

ふらっと笠松 

羽島郡二町教育委員会 

（所長　今枝 貴子　健康介護課長兼務） 
（健康介護課、社会福祉協議会の事務所） 

（館長　花村 定行　福祉子ども課長兼務） 

（館長　田島 茂樹　教育文化課長兼務） 

（館長・支所長　田島 茂樹　教育文化課長兼務） 

（館長・支所長　田島 茂樹　教育文化課長兼務） 

（館長　奥村 智彦） 

（所長　松本 好春） 

（館長　花村 定行　福祉子ども課長兼務） 

（教育長　宮脇 恭顯） 

福祉子ども課  
（課長　花村 定行） 

※精神障害者保健福祉手帳の交付などの事務が、役場2階　福祉子ども課へ変更となりました。 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



総 務 課  
（課長　佐々木 正道） 

税 務 課  
（課長　田島 直樹） 

総 務 部  
（部長　村井 隆文） 
（参与　平岩 敬康  
議会事務局長兼務） 

部などの名称 
（所属長名） 

施設の名称 所在地・電話 最寄りの巡回バスのバス停 事務の内容 
課などの名称 

（所属長名） 
担当の名称 執務場所・電話 事務の内容 

企 画 課  
（課長　山内 明） 

環 境 経 済 課  
（課長　伊藤 博臣） 

企画環境経済部 
（部長　堀 仁志） 

住 民 課  
（課長　赤塚 暢子） 

住 民 福 祉 部  
（部長　服部 敦美） 

建 設 課  
（課長　森 泰人） 

建 設 部  
（部長　田中　幸治 
水道部長兼務） 

水 道 部  
（部長　田中　幸治 
建設部長兼務） 

教 育 文 化 課  
（課長　田島 茂樹） 

教 育 文 化 部  
（部長　足立 篤隆） 

会 計 課  
（課長　那波 哲也） 

会 計 管 理 者  
（那波 哲也　会計課長兼務） 

議 会 事 務 局  
（事務局長　平岩 敬康） 

水 道 課  
（課長　天野 富三） 

健 康 介 護 課  
（課長　今枝 貴子） 

庶務･行政･秘書 

契約管財 

危機管理対策 

資産税 

住民税 

収納管理 

財政・行財政改革推進対策 

企画・まちおこし推進 

生活環境 

産業振興 

戸籍住民 

国民健康保険 

年金・高齢者医療 

民生 

児童福祉・少子対策 

健康 

子育て世代包括支援 

介護 

管理 

土木 

都市計画 

庶務 

下水道工務 

上水道工務 

学校教育 

社会教育 

会計 

庶務 

笠松町役場　本庁（笠松町司町1番地　代表電話　058-388-1111） 
最寄りの巡回バスのバス停は「役場」 町長　広江 正明 副町長　川部 時文 

主な出先機関など 主な出先機関など 平成31年度　笠松町の事務体制 平成31年度　笠松町の事務体制 

関　係　機　関 関　係　機　関 

各種実行委員会 各種実行委員会 

職員人事、情報公開、個人情報保護、 
行政一般、選挙、町内会、秘書など 

契約、財産管理など  

消防、防災、防災行政無線、防犯 
 

固定資産税  

町民税、軽自動車税、納税・所得証明、 
臨時運行許可など 

町税などの徴収 
 

財政、行財政改革推進など  

広域行政、総合計画、統計、国際交流、 
公共施設巡回町民バス、行政無線放送、 
広報、公聴、まちの駅、NPO法人の認証、 
ふるさと納税など 

環境保全、公害、火葬場、墓地、ごみ、 
畜犬登録など 

農業、商工業、観光、イベントなど 
 

戸籍、住民票、印鑑証明など 
 

国民健康保険  

国民年金、後期高齢者医療、 
福祉医療など 

老人福祉、障がい者福祉など  

児童手当、保育所入退所、児童福祉、 
放課後児童クラブ、少子対策など 

各種健診、がん検診、予防接種など 
 

子育てに関する相談窓口、母子保健など 
 

介護保険  

道路占用、道路用地の買収、 
道路境界確定、地籍調査、交通安全など 

道路、河川の建設、維持管理、 
自転車駐車場など 

都市計画、建築確認、公園、 
屋外広告物など 

上下水道の加入申込み、 
料金の賦課徴収など 

下水道施設の建設、維持管理など 
 

水道施設の建設、維持管理など 
 

道徳教育、学校施設の管理など  

生涯学習、青少年育成、地域の文化活動、 
スポーツ振興、体育施設の管理など 

現金の出納、納税、手数料の納付など 
 

町議会に関する事務 

役場2階西側 

蕁388‐1111

役場1階西側 

蕁388‐1112

役場2階東側 

蕁388‐1113

役場2階東側 

蕁388‐1114

役場1階東側 

蕁388‐1115

役場2階東側 

蕁388‐1116

福祉健康センター 

蕁388‐7171

役場3階西側 

蕁388‐1117

役場1階西側 

蕁388‐1119

笠松中央公民館内 
蕁388‐3926
笠松中央公民館内 
蕁388‐3231

役場4階北側 

蕁388‐1110

役場3階西側 

蕁388‐1118

長池408番地の1 

蕁388‐7171

東陽町44番地の1 

蕁387‐1121

常盤町6番地 
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※精神障害者保健福祉手帳の交付などの事務が、役場2階　福祉子ども課へ変更となりました。 
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春 春 春 笠松 笠松 笠松 まつり まつり まつり 
　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」が3月25日から4月14日まで開催
されました。 
　桜の名所である奈良津堤とライトアップ会場の笠松みなと公園には、桜の開花を待ちわびた
たくさんの人が訪れ、大勢の家族づれやグループが満開となった桜を楽しんでいました。 
　13日には、本町通りで「笠松陣屋市」があり、フリーマーケットや町商工会青年部によるふれあ
い子ども広場や女性部の駄菓子販売に大勢の人が集まりました。また、夕方からは産霊神社で
「宵まつり」があり、町内みこし奉納やマジックショーなどが行われました。 
　14日に予定されていた「本まつりオープニング」や「大名行列お奴」は、あいにくの天気のため
中止となりましたが、一部の地域では町内みこしが実施され、威勢の良い掛け声とともに華やか
に飾り付けられたみこしが町内を練り歩きました。 

笠松みなと公園で満開の桜を楽しむ花見客 産霊神社での宵まつり 

多くの来場者でにぎわう陣屋市 町商工会青年部によるふれあい子ども広場 

町内に響く威勢の良い掛け声 兒神社へ奉納される町内みこし 

ごみを減らしましょう　～金物ガレキ・燃える大型ごみの分別ルール～ 

　笠松町では、偶数月に「金物・ガレキ」、奇数月に「燃える大型ごみ」を回収しています。 
　「資源とごみのカレンダー」で回収日を確認し、分別ルールを守って出してください。 
　なお、少量であっても事業活動に伴って発生したごみは町内のごみステーションに出すことはで
きません。 

金属、ガラス、陶器、電化製品などの燃えないもの 
ビデオデッキ、プリンター、自転車、フライパン、かさ、茶碗、なべ、板ガラス、スプリングマット、
哺乳瓶など 

（例） 

金物・ガレキ 

長さ30cm超、厚さ3cm超の燃えるもの 

ステーションで回収できないものの処分方法 

布団、ベッドマット（スプリングマットは除く）、じゅうたん、木製家具、木の枝、ホース、バケツ
などの大きめのプラスチックなど 

※長い木の枝は2m程度に切りそろえ、回収しやすいよう紐でしばって出してください。 
　小枝や葉は袋に入れて出してください。 

■事業活動に伴って出たごみ 
　町の許可業者に依頼してください。（許可業者の連絡先は環境経済課へお問合せください） 
■タイヤ、畳、ピアノ、消火器、農薬など 
　それぞれ取り扱っている販売店や専門業者にお問合せください。 
■家電リサイクル法対象家電品 
　（エアコン・室外機、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機） 
　リサイクル料金が必要となり、次の3つの処分方法があります。 
①購入店など家電小売店に引き取りを依頼する 
②町の許可業者にリサイクル料金と収集運搬料を支払い、引き取りを依頼する 
③郵便局でリサイクル券を購入し、ご自身で指定引取場所（西濃運輸六条倉庫または佐川
急便岐阜店）へ持ち込む 

■家庭用パソコン 
　環境経済課で家庭用パソコンの回収を行っています。 
　※ただし、ノートパソコン、デスクトップパソコン本体、液晶ディスプレイのみ 

※金属（金物・ガレキ）と木（燃える大型ごみ）の複合物で、容易に取り外しできないものは、比率の
多い方に出してください。 
　（例）木製の机で脚は金属の折りたたみ机　⇒　燃える大型ごみ 
※電源を入れて使うものは金物・ガレキに出してください。 

（例） 

燃える大型ごみ 

【問 合 先】 環境経済課　蕁388‐1114
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サイクリングロードが全線開通 
　3月31日、笠松みなと公園から河川環境楽園

を結ぶ笠松町サイリングロードが全線開通しま

した。 

　全線開通を受けて笠松みなと公園で行われ

た記念式典では、広江町長が「木曽川に沿って

伸びる素晴らしいロケーションを多くの方に楽し

んでいただきたい。」とサイクリングロードの魅力

を紹介し、テープカットを行いました。また、ドロー

ンによるサイクリングロードの空撮映像も放映され、

笠松競馬場や笠松トンボ天国をはじめとする

コース沿線の見どころなどが紹介されました。 

　式典に続き行われた記念イベントでは、親子

サイクリングツアーやスタンプラリー、ミニSL、オリ

ジナル反射材づくりなどの催しが行われ、家族

連れや自転車愛好家など、たくさんの来場者で

にぎわいました。 

　笠松みなと公園ではレンタサイクルのサービ

スも行っていますので、手軽に水辺のサイクリン

グを楽しめます。また、サイクリングロードに並行

して整備された歩行者専用通路では、ウォーキ

ングやランニングもお楽しみいただけますので、

ぜひご利用ください。 

※レンタサイクルのサービスについては21ページ

をご覧ください。 

式典の様子 

サイクリングを楽しむ皆さん 

自転車に乗って出かけよう！ 自転車に乗って出かけよう！ 自転車に乗って出かけよう！ 

町消防団入団式 
　4月20日、コミュニティ消防センターで消防団員や関係者約

120人が出席し、町消防団入団式が行われました。 

　式では広江町長から「町民の生命、財産を守るため、一日も

早く立派な消防団員となられることを期待しています」と式辞

があり、大野団長からは新入団10人と新役員に辞令が交付さ

れ、日ごろの消防活動に対する労をねぎらうとともに「自分たち

の町は自分たちで守る」との訓示がありました。 

　続いて、来賓の田中県議会議員、伏屋町議会議長、内藤

町内会連合会長から祝辞があり、団員は防火・防災の誓いを

新たにしました。 

入団式の様子 

「わが町を災害から守る」使命を胸に 「わが町を災害から守る」使命を胸に 「わが町を災害から守る」使命を胸に 

　昨年度実施の第5回“かさまつ いいね”写真展（主催：道
徳のまち笠松）には、一般の部に49点、児童・生徒の部に35
点の応募がありました。応募作品は、笠松の人の温かさや
自然の素晴らしさといった笠松の良さが伝わるものばかりで
した。この中から『いいね大賞』と『いいね賞』を7点選びま
した。 
一般の部 
『いいね大賞』「神事・茅の輪くぐり」可児 弘吉さん 
『いいね賞』「駅伝日和」野原 啓司さん 

「本番へむけて」樋口 史子さん 
児童・生徒の部 
『いいね大賞』「みんなで写真をとりあっこ」奥野 朔央さん 
『いいね賞』「学校をもち上げたぞ」杉本 琉星さん 

「赤いトンネル」三輪 日向子さん 
「花と思い出の学校」長屋 陽菜さん 

　なお、5月14日から6月14日までは十六銀行笠松支店で、
6月25日から7月19日までは大垣共立銀行笠松支店で入賞
作品をはじめ主な応募作品を展示する予定です。 

No.43
第5回“かさまつ いいね”写真展 

結核は過去の病気ではありません 

一般の部　『いいね大賞』作品 

児童・生徒の部　『いいね大賞』作品 

ちょっと実行 
ずっと健康 

みんなのヘルスケア みんなのヘルスケア みんなのヘルスケア 

　結核は過去の病気と思っていませんか？今でも、1日に約50人の新しい患者
が発生し、6人が命を落としている日本の重大な感染症です。 
　かつて結核が国民病であった時代に感染した方が潜伏期間を経て、高齢
化による免疫力低下に伴い発症するケースが多くみられ、平成29年に新たに
結核と診断された方の約7割が60歳以上の方です。特に岐阜県の結核罹患
率は全国で8番目に高く、また、80歳以上の高齢者がかかる割合は、全年齢
層の平均の約5倍であり、検診などにより、早期発見・治療することが大切です。 

【症状は？】 
□タンのからむ咳が2週間以上続いている 
□微熱・身体のだるさが2週間以上続いている 
　※高齢者の場合は症状が出ないことがあります。 

【予防しましょう！】 
　健康的な生活が予防につながります。 
1.適度な運動 2.十分な睡眠 
3.バランスのよい食事 4.定期的な検診で早期発見 

【治せる病気？】 
　結核と診断されても、6～9か月間毎日きちんと薬を飲めば治ります。しかし、症状が消えたから
といって、治療の途中で服薬を止めてしまうと完全に治らないため、きちんと服薬することが大切
です。 
　結核検診は、個人の健康のためだけでなく、家族や社会への感染を防ぐため、症状がなくても
毎年検診を受けましょう。 
※町では、今月より結核住民検診を実施します。詳しくは、19ページをご覧ください。 

平成29年 新規登録結核患者の年齢別分布 
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笠松競馬場や笠松トンボ天国をはじめとする

コース沿線の見どころなどが紹介されました。 

　式典に続き行われた記念イベントでは、親子

サイクリングツアーやスタンプラリー、ミニSL、オリ

ジナル反射材づくりなどの催しが行われ、家族

連れや自転車愛好家など、たくさんの来場者で

にぎわいました。 

　笠松みなと公園ではレンタサイクルのサービ

スも行っていますので、手軽に水辺のサイクリン

グを楽しめます。また、サイクリングロードに並行

して整備された歩行者専用通路では、ウォーキ

ングやランニングもお楽しみいただけますので、

ぜひご利用ください。 

※レンタサイクルのサービスについては21ページ

をご覧ください。 

式典の様子 

サイクリングを楽しむ皆さん 

自転車に乗って出かけよう！ 自転車に乗って出かけよう！ 自転車に乗って出かけよう！ 

町消防団入団式 
　4月20日、コミュニティ消防センターで消防団員や関係者約

120人が出席し、町消防団入団式が行われました。 

　式では広江町長から「町民の生命、財産を守るため、一日も

早く立派な消防団員となられることを期待しています」と式辞

があり、大野団長からは新入団10人と新役員に辞令が交付さ

れ、日ごろの消防活動に対する労をねぎらうとともに「自分たち

の町は自分たちで守る」との訓示がありました。 

　続いて、来賓の田中県議会議員、伏屋町議会議長、内藤

町内会連合会長から祝辞があり、団員は防火・防災の誓いを

新たにしました。 

入団式の様子 

「わが町を災害から守る」使命を胸に 「わが町を災害から守る」使命を胸に 「わが町を災害から守る」使命を胸に 

　昨年度実施の第5回“かさまつ いいね”写真展（主催：道
徳のまち笠松）には、一般の部に49点、児童・生徒の部に35
点の応募がありました。応募作品は、笠松の人の温かさや
自然の素晴らしさといった笠松の良さが伝わるものばかりで
した。この中から『いいね大賞』と『いいね賞』を7点選びま
した。 
一般の部 
『いいね大賞』「神事・茅の輪くぐり」可児 弘吉さん 
『いいね賞』「駅伝日和」野原 啓司さん 

「本番へむけて」樋口 史子さん 
児童・生徒の部 
『いいね大賞』「みんなで写真をとりあっこ」奥野 朔央さん 
『いいね賞』「学校をもち上げたぞ」杉本 琉星さん 

「赤いトンネル」三輪 日向子さん 
「花と思い出の学校」長屋 陽菜さん 

　なお、5月14日から6月14日までは十六銀行笠松支店で、
6月25日から7月19日までは大垣共立銀行笠松支店で入賞
作品をはじめ主な応募作品を展示する予定です。 

No.43
第5回“かさまつ いいね”写真展 

結核は過去の病気ではありません 

一般の部　『いいね大賞』作品 

児童・生徒の部　『いいね大賞』作品 

ちょっと実行 
ずっと健康 

みんなのヘルスケア みんなのヘルスケア みんなのヘルスケア 

　結核は過去の病気と思っていませんか？今でも、1日に約50人の新しい患者
が発生し、6人が命を落としている日本の重大な感染症です。 
　かつて結核が国民病であった時代に感染した方が潜伏期間を経て、高齢
化による免疫力低下に伴い発症するケースが多くみられ、平成29年に新たに
結核と診断された方の約7割が60歳以上の方です。特に岐阜県の結核罹患
率は全国で8番目に高く、また、80歳以上の高齢者がかかる割合は、全年齢
層の平均の約5倍であり、検診などにより、早期発見・治療することが大切です。 

【症状は？】 
□タンのからむ咳が2週間以上続いている 
□微熱・身体のだるさが2週間以上続いている 
　※高齢者の場合は症状が出ないことがあります。 

【予防しましょう！】 
　健康的な生活が予防につながります。 
1.適度な運動 2.十分な睡眠 
3.バランスのよい食事 4.定期的な検診で早期発見 

【治せる病気？】 
　結核と診断されても、6～9か月間毎日きちんと薬を飲めば治ります。しかし、症状が消えたから
といって、治療の途中で服薬を止めてしまうと完全に治らないため、きちんと服薬することが大切
です。 
　結核検診は、個人の健康のためだけでなく、家族や社会への感染を防ぐため、症状がなくても
毎年検診を受けましょう。 
※町では、今月より結核住民検診を実施します。詳しくは、19ページをご覧ください。 

平成29年 新規登録結核患者の年齢別分布 
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令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

笠松中央公民館 
（町体育協会事務局） 

教育文化課 学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
ふらっと笠 松  

388-3231 
 
388-3926 
387-0156 
387-8432 
388-0161 
388-2355

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
健 康 介 護 課  

388-1111 
388-1112 
388-1113 
388-1114 
388-1115 
388-7171

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

福 祉 子ども課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
会 計 課  
議 会 事 務 局  

388-1116 
388-1117 
388-1118 
388-3231 
388-1119 
388-1110

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

○婚姻届・出生届・死亡届など戸籍の届出の受け付けや、火葬場・緑会館の使用申請は、役場の宿
日直者が対応します。 
○歴史未来館は5月6日（月・祝）に開館するため、7日（火）は休館します。 
○ごみは、通常どおり収集します。 
○し尿汲み取りは4月28日（日・祝）～5月6日（月・祝）までお休みします。 
○家庭での水道の故障や修理は、町指定給水装置工事事業者までご連絡ください。 
○道路上での漏水は、役場までご連絡ください。 

公共施設など 

4月 

役場 

福祉健康センター 

笠松中央公民館 

笠松中央公民館図書室 

松枝公民館 

総合会館 

下羽栗会館 

松枝みなみ会館 

福祉会館 

こども館 

歴史未来館 

体育施設 

学校開放施設 

ふらっと笠松 

火葬場 

緑会館 

厚生会館 

防災行政無線放送 

公共施設巡回町民バス 

× 

× 

● 

● × ● 

●（4月26日（金）までに手続きを済まされた貸出しのみ） 

● 

● 

● 

●※ × 

● × ● × 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

●（4月26日（金）までに手続きを済まされた貸出しのみ） 

● 

平日・土曜日ダイヤ 日曜日・祝日ダイヤ 

5月 

27日（土） 28日（日） 29日（月） 30日（火） 1日（水） 2日（木） 3日（金） 4日（土） 5日（日） 6日（月） 

表の見方　●利用可能　×お休み 

施設名 

10連休（4月27日～5月6日）の業務 

※27日（土）は、福祉会館の浴室は利用できません。 

笠松町長選挙・立候補予定者説明会 

 
 
【告 示 日】 
【投 票 日】 
【投票時間】 

 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 

【問 合 先】 

　任期満了に伴う町長選挙が、次の日程で執
行される予定です。 

6月18日（火） 
6月23日（日） 
午前7時～午後8時 

立候補予定者説明会 
　6月23日執行予定の町長選挙に立候補を
予定している方の説明会を開催します。 

5月30日（木） 午後1時30分～ 
役場2階　第1会議室 

町選挙管理委員会（総務課内） 
蕁388‐1111

防災行政無線放送が聞き取れなかった
時にはアンサーバックを 

全国一斉情報伝達訓練 

 
 
 
 
 
 
 
【電話番号】 

　町では屋外スピーカーや各世帯の戸別受信
機を通じて、1日3回の定時放送や災害時などの
緊急情報を伝える防災行政無線放送を実施し
ています。 
　放送が聞き取れなかった時は、電話で過去4
件分を確認することができますのでご活用くだ
さい。電話通信料は自己負担になります。 

蕁388‐4930

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送
られてくる緊急情報を、全国瞬時警報システム
（J‐アラート〈注1〉）により皆さんにお伝えするた
めの試験を行います。 

　笠松町以外の地域でも、全国的に同様の情
報伝達試験が実施されます。この機会に災害
発生時に落ち着いて行動をとるために、自分の
身を守る訓練や家庭で平常時からの備えなど
を話し合いましょう。 
〈注1〉J‐アラートとは、地震や武力攻撃などの緊

急情報を、国から市町村へ人工衛星な
どを通じて瞬時に情報を伝達するシステ
ムのことです。 

総務課　蕁388‐1111

試験日時 放送内容 伝達方法 

5月15日（水） 
午前11時ごろ 

情報伝達訓練 
「これはテスト
です。」と放送
されます。 

各家庭の戸別受信
機と屋外スピーカー
から試験放送が流れ
ます。 

住宅用火災警報器の本体と電池の交換 

　平成21年度に町自主防災会協議会から希
望世帯に配布した住宅用火災警報器が、まもな
く耐用年数10年を迎えます。古くなるとセンサー
が劣化し火災を感知しなくなることがありますの
で、点検を行い、家電量販店などで機器の買い
替えを行いましょう。 
　なお、町では現在、住宅用火災警報器本体
の無償配布や購入助成制度は実施しておらず、
電池の配布は5月末までの対応となりますので
ご了承ください。 
【確認方法】 
■正常に作動している場合 
　→ 36秒ごとに光が点滅 
■故障の場合 
　→ 18秒ごとに「ピッ」と音が鳴り、光が点滅 
■電池切れの場合 
　→ 36秒ごとに「ピッ」と音が鳴り、光が点滅 
※電池の入手方法（令和元年5月末まで）（無料） 
①メーカーから取り寄せ 
　メーカー名：ヤマトプロテック（株） 
　蕁0120‐801084または蕁0570‐080100 
　（平日午前9時～午後5時） 
　蕁072‐361‐2101（平日午後5時以降と土・日・祝日） 
②役場総務課で交換 
【問 合 先】 総務課　蕁388‐1111
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日直者が対応します。 
○歴史未来館は5月6日（月・祝）に開館するため、7日（火）は休館します。 
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10連休（4月27日～5月6日）の業務 

※27日（土）は、福祉会館の浴室は利用できません。 

笠松町長選挙・立候補予定者説明会 

 
 
【告 示 日】 
【投 票 日】 
【投票時間】 

 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 

【問 合 先】 

　任期満了に伴う町長選挙が、次の日程で執
行される予定です。 

6月18日（火） 
6月23日（日） 
午前7時～午後8時 

立候補予定者説明会 
　6月23日執行予定の町長選挙に立候補を
予定している方の説明会を開催します。 

5月30日（木） 午後1時30分～ 
役場2階　第1会議室 

町選挙管理委員会（総務課内） 
蕁388‐1111

防災行政無線放送が聞き取れなかった
時にはアンサーバックを 

全国一斉情報伝達訓練 

 
 
 
 
 
 
 
【電話番号】 

　町では屋外スピーカーや各世帯の戸別受信
機を通じて、1日3回の定時放送や災害時などの
緊急情報を伝える防災行政無線放送を実施し
ています。 
　放送が聞き取れなかった時は、電話で過去4
件分を確認することができますのでご活用くだ
さい。電話通信料は自己負担になります。 

蕁388‐4930

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送
られてくる緊急情報を、全国瞬時警報システム
（J‐アラート〈注1〉）により皆さんにお伝えするた
めの試験を行います。 

　笠松町以外の地域でも、全国的に同様の情
報伝達試験が実施されます。この機会に災害
発生時に落ち着いて行動をとるために、自分の
身を守る訓練や家庭で平常時からの備えなど
を話し合いましょう。 
〈注1〉J‐アラートとは、地震や武力攻撃などの緊

急情報を、国から市町村へ人工衛星な
どを通じて瞬時に情報を伝達するシステ
ムのことです。 

総務課　蕁388‐1111

試験日時 放送内容 伝達方法 

5月15日（水） 
午前11時ごろ 

情報伝達訓練 
「これはテスト
です。」と放送
されます。 

各家庭の戸別受信
機と屋外スピーカー
から試験放送が流れ
ます。 

住宅用火災警報器の本体と電池の交換 

　平成21年度に町自主防災会協議会から希
望世帯に配布した住宅用火災警報器が、まもな
く耐用年数10年を迎えます。古くなるとセンサー
が劣化し火災を感知しなくなることがありますの
で、点検を行い、家電量販店などで機器の買い
替えを行いましょう。 
　なお、町では現在、住宅用火災警報器本体
の無償配布や購入助成制度は実施しておらず、
電池の配布は5月末までの対応となりますので
ご了承ください。 
【確認方法】 
■正常に作動している場合 
　→ 36秒ごとに光が点滅 
■故障の場合 
　→ 18秒ごとに「ピッ」と音が鳴り、光が点滅 
■電池切れの場合 
　→ 36秒ごとに「ピッ」と音が鳴り、光が点滅 
※電池の入手方法（令和元年5月末まで）（無料） 
①メーカーから取り寄せ 
　メーカー名：ヤマトプロテック（株） 
　蕁0120‐801084または蕁0570‐080100 
　（平日午前9時～午後5時） 
　蕁072‐361‐2101（平日午後5時以降と土・日・祝日） 
②役場総務課で交換 
【問 合 先】 総務課　蕁388‐1111

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

検診名 
医療機関名 

胃がん 

肺がん 

大腸 
がん 

検診自己負担金 

70歳以上 

40～69歳 

2,000円 

500円 

500円 

無料 

納入方法 

受診当日に病
院窓口でお支
払いください。 

申込者へ緑色
のはがきを郵送
しますので、病
院窓口に提出し
てください。 

5月15日 
～ 

7月31日 

5月15日 
～ 

10月31日 

実施期間 

愛 生 病 院  

伊 藤 内 科  

岩 村 医 院  

片山クリニック 

小 寺 医 院  

こ め の 医 院  

杉山内科医院 

羽島クリニック 

ひらたクリニック 

松波総合病院 

吉 田 胃 腸 科  

電　話 

388‐3300 

387‐2257 

387‐0180 

388‐8700 

387‐4504 

387‐6010 

388‐3600 

387‐6161 

387‐3378 

388‐0111 
※午後2時30分から4時
30分までに健診科へ電
話予約してください。 

387‐2217

所　在 

円城寺 

上本町 

門 間  

田 代  

美笠通 

米 野  

奈良町 

門 間  

田 代  

田 代  

門前町 

検診項目 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

胃がん 肺がん 大腸がん 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

胃がん・肺がん・大腸がん検診（病院検診）※大腸がん検診は今年度40歳～69歳は無料 

　現在、一生のうち、2人に1人はなんらかのがんにかかるといわれるほど、がんは全ての人にとって身
近な病気です。 
　また、がんは禁煙や食生活の見直し、運動不足の解消などによって発症のリスクを下げることがで
きます。しかし、それらを心がけてもがんの発症を完全に予防することはできないため、定期的な検診
により、無症状のうちにがんを早期発見し、治療することが大切です。 
　ぜひこの機会に受診してください。 

【受診方法】 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

【実施方法】 【検診実施医療機関】 

申込みをされている方には、はがき
を郵送します。早めに受診してくだ
さい。また、各種がん検診票と大腸
がん検診の検便容器は検診実施
医療機関にあります。直接受診して
ください。 

※申込みをされていない方で、受診を希望され
る方は健康介護課へご連絡ください。 

健康介護課　蕁388‐7171

幼児の麻しん風しん混合予防接種 

 
 
 
【対象年齢】 
 
【接種期限】 
 
【接種医療機関】 
 
【持 ち 物】
【問 合 先】 

　麻しん風しん混合予防接種を実施していますので、早めに接種を受けてください。過去に麻しん
風しんにかかった幼児でも、予防接種を受けることができます。 
　なお、予診票のない方は、母子健康手帳を持参し、福祉健康センターへお越しください。 

・第1期：1歳の幼児 
・第2期：今年度中に6歳になる幼児（平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれ） 
・第1期：2歳の誕生日の前日 
・第2期：令和2年3月31日 
・羽島郡内の指定医療機関（笠松町ほけんカレンダーを確認してください） 
・かかりつけ医が羽島郡外の方は町が指定する岐阜県内の協力医療機関 
予防接種予診票・母子健康手帳 
健康介護課　蕁388‐7171

平成31年度 
自動車税と軽自動車税の納期限 

 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　自動車税と軽自動車税の納期限は5月31日（金）
です。 
　自動車税の納税通知書は県から、軽自動車
税の納税通知書は町から発送します。 
　必ず納期限までに納めましょう。 

 
自動車税：県自動車税事務所　蕁279‐3781 
軽自動車税：税務課　蕁388‐1112

笠松町基幹相談支援センター 

 
 
 
 
 
【場　　所】 
 
【受付時間】 
【相談・問合先】 

　障がい者・障がい児やその家族または介護を
行う人などの総合的・専門的な相談に応じ、必
要な情報提供や助言などを行う基幹相談支援
センターを開設しています。訪問や来所、電話に
て相談に応じますので、気軽にご相談ください。 

支援センターふなぶせ南 
（岐阜市茜部新所1‐167‐2） 
平日　午前9時～午後5時 
笠松町基幹相談センター 
蕁201‐3111 

※電話番号を変更していますのでご注意ください。 
※岐阜市、岐南町と共同で運営しています。 

住民結核検診 

 
 
 
 
【対 象 者】 
 
【検 診 料】 
【日時・場所】 

【問 合 先】 

　昨年度受診された方と申込みをされている方
には、検診票を郵送します。また、申込みをされ
ていない方も受診できますので、直接会場へお
越しください。 

65歳以上の方 
（昭和30年4月1日以前に生まれた方） 
無料 
 

健康介護課　蕁388‐7171

5月 

6月 

14日（火） 

28日（火） 

31日（金） 

5日（水） 

9：00～10：00 
10：30～11：00 
9：00～10：00 
10：30～11：30 
13：00～14：30 
15：00～15：30 
9：00～10：30 
11：00～12：00 
13：30～14：30 
15：00～16：00 
9：00～10：00 
10：30～11：30 
13：00～14：30 
14：30～15：30

春日神社（門間） 
北門間会館（門間） 
スポーツ交流館（江川） 
厚生会館（瓢町） 
松枝公民館（長池） 
兒神社（北及） 
笠松町役場（司町） 
こども館（田代） 
下羽栗会館（中野） 
米野会館（米野） 

穴太部神社（上柳川町） 
福祉会館（東陽町） 

笠松中央公民館（常盤町） 
福祉健康センター（長池） 

月日（曜日） 受付時間 場　　所 

建築物の耐震化促進に伴う助成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【申込期間】 
【申込・問合先】 

　町では地震に備えるため、昭和56年5月31日
以前に着工された木造一戸建て住宅の耐震
診断を希望される方に、無料で専門家を派遣し、
耐震診断と耐震補強のアドバイスを受けられる
制度を設けています。 
　また、昭和56年6月1日以降に着工された木
造住宅の耐震診断と、昭和56年5月31日以前に
着工された木造以外の建築物の耐震診断、昭
和56年5月31日以前に着工された木造住宅の
耐震補強または、耐震シェルターなどの設置に
かかる費用の一部を助成する制度を設けてい
ます。 

5月7日（火）～12月27日（金） 
建設課　蕁388‐1117

2019年工業統計調査などの実施 

　工業統計調査と岐阜県輸出関係調査を6月
1日を基準日として実施します。 
　対象事業所には、5月上旬から6月下旬に調
査員が伺います。調査内容は、統計作成の目
的以外には使用されることはありませんので、正
確な記入をお願いします。 
【対象事業所】 

【問 合 先】企画課　蕁388‐1113

工業統計調査… 
 
岐阜県輸出　… 
関係調査 

製造業を営む従業者4人以上
の事業所 
工業統計調査の対象事業所で、
製品などを原形のまま輸出し
ている事業所 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

検診名 
医療機関名 

胃がん 

肺がん 

大腸 
がん 

検診自己負担金 

70歳以上 

40～69歳 

2,000円 

500円 

500円 

無料 

納入方法 

受診当日に病
院窓口でお支
払いください。 

申込者へ緑色
のはがきを郵送
しますので、病
院窓口に提出し
てください。 

5月15日 
～ 

7月31日 

5月15日 
～ 

10月31日 

実施期間 

愛 生 病 院  

伊 藤 内 科  

岩 村 医 院  

片山クリニック 

小 寺 医 院  

こ め の 医 院  

杉山内科医院 

羽島クリニック 

ひらたクリニック 

松波総合病院 

吉 田 胃 腸 科  

電　話 

388‐3300 

387‐2257 

387‐0180 

388‐8700 

387‐4504 

387‐6010 

388‐3600 

387‐6161 

387‐3378 

388‐0111 
※午後2時30分から4時
30分までに健診科へ電
話予約してください。 

387‐2217

所　在 

円城寺 

上本町 

門 間  

田 代  

美笠通 

米 野  

奈良町 

門 間  

田 代  

田 代  

門前町 

検診項目 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

胃がん 肺がん 大腸がん 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

胃がん・肺がん・大腸がん検診（病院検診）※大腸がん検診は今年度40歳～69歳は無料 

　現在、一生のうち、2人に1人はなんらかのがんにかかるといわれるほど、がんは全ての人にとって身
近な病気です。 
　また、がんは禁煙や食生活の見直し、運動不足の解消などによって発症のリスクを下げることがで
きます。しかし、それらを心がけてもがんの発症を完全に予防することはできないため、定期的な検診
により、無症状のうちにがんを早期発見し、治療することが大切です。 
　ぜひこの機会に受診してください。 

【受診方法】 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

【実施方法】 【検診実施医療機関】 

申込みをされている方には、はがき
を郵送します。早めに受診してくだ
さい。また、各種がん検診票と大腸
がん検診の検便容器は検診実施
医療機関にあります。直接受診して
ください。 

※申込みをされていない方で、受診を希望され
る方は健康介護課へご連絡ください。 

健康介護課　蕁388‐7171

幼児の麻しん風しん混合予防接種 

 
 
 
【対象年齢】 
 
【接種期限】 
 
【接種医療機関】 
 
【持 ち 物】
【問 合 先】 

　麻しん風しん混合予防接種を実施していますので、早めに接種を受けてください。過去に麻しん
風しんにかかった幼児でも、予防接種を受けることができます。 
　なお、予診票のない方は、母子健康手帳を持参し、福祉健康センターへお越しください。 

・第1期：1歳の幼児 
・第2期：今年度中に6歳になる幼児（平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれ） 
・第1期：2歳の誕生日の前日 
・第2期：令和2年3月31日 
・羽島郡内の指定医療機関（笠松町ほけんカレンダーを確認してください） 
・かかりつけ医が羽島郡外の方は町が指定する岐阜県内の協力医療機関 
予防接種予診票・母子健康手帳 
健康介護課　蕁388‐7171

平成31年度 
自動車税と軽自動車税の納期限 

 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　自動車税と軽自動車税の納期限は5月31日（金）
です。 
　自動車税の納税通知書は県から、軽自動車
税の納税通知書は町から発送します。 
　必ず納期限までに納めましょう。 

 
自動車税：県自動車税事務所　蕁279‐3781 
軽自動車税：税務課　蕁388‐1112

笠松町基幹相談支援センター 

 
 
 
 
 
【場　　所】 
 
【受付時間】 
【相談・問合先】 

　障がい者・障がい児やその家族または介護を
行う人などの総合的・専門的な相談に応じ、必
要な情報提供や助言などを行う基幹相談支援
センターを開設しています。訪問や来所、電話に
て相談に応じますので、気軽にご相談ください。 

支援センターふなぶせ南 
（岐阜市茜部新所1‐167‐2） 
平日　午前9時～午後5時 
笠松町基幹相談センター 
蕁201‐3111 

※電話番号を変更していますのでご注意ください。 
※岐阜市、岐南町と共同で運営しています。 

住民結核検診 

 
 
 
 
【対 象 者】 
 
【検 診 料】 
【日時・場所】 

【問 合 先】 

　昨年度受診された方と申込みをされている方
には、検診票を郵送します。また、申込みをされ
ていない方も受診できますので、直接会場へお
越しください。 

65歳以上の方 
（昭和30年4月1日以前に生まれた方） 
無料 
 

健康介護課　蕁388‐7171

5月 

6月 

14日（火） 

28日（火） 

31日（金） 

5日（水） 

9：00～10：00 
10：30～11：00 
9：00～10：00 
10：30～11：30 
13：00～14：30 
15：00～15：30 
9：00～10：30 
11：00～12：00 
13：30～14：30 
15：00～16：00 
9：00～10：00 
10：30～11：30 
13：00～14：30 
14：30～15：30

春日神社（門間） 
北門間会館（門間） 
スポーツ交流館（江川） 
厚生会館（瓢町） 
松枝公民館（長池） 
兒神社（北及） 
笠松町役場（司町） 
こども館（田代） 
下羽栗会館（中野） 
米野会館（米野） 

穴太部神社（上柳川町） 
福祉会館（東陽町） 

笠松中央公民館（常盤町） 
福祉健康センター（長池） 

月日（曜日） 受付時間 場　　所 

建築物の耐震化促進に伴う助成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【申込期間】 
【申込・問合先】 

　町では地震に備えるため、昭和56年5月31日
以前に着工された木造一戸建て住宅の耐震
診断を希望される方に、無料で専門家を派遣し、
耐震診断と耐震補強のアドバイスを受けられる
制度を設けています。 
　また、昭和56年6月1日以降に着工された木
造住宅の耐震診断と、昭和56年5月31日以前に
着工された木造以外の建築物の耐震診断、昭
和56年5月31日以前に着工された木造住宅の
耐震補強または、耐震シェルターなどの設置に
かかる費用の一部を助成する制度を設けてい
ます。 

5月7日（火）～12月27日（金） 
建設課　蕁388‐1117

2019年工業統計調査などの実施 

　工業統計調査と岐阜県輸出関係調査を6月
1日を基準日として実施します。 
　対象事業所には、5月上旬から6月下旬に調
査員が伺います。調査内容は、統計作成の目
的以外には使用されることはありませんので、正
確な記入をお願いします。 
【対象事業所】 

【問 合 先】企画課　蕁388‐1113

工業統計調査… 
 
岐阜県輸出　… 
関係調査 

製造業を営む従業者4人以上
の事業所 
工業統計調査の対象事業所で、
製品などを原形のまま輸出し
ている事業所 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



子　安　ひろ美 

河　田　正　弘 

箕　浦　秀　樹 

箕　浦　久　子 

勅使川原久貴子 

内　藤　千壽子 

箕　浦　智　実 

石　谷　享　子 

野々垣　美知子 

野々垣　和　子 

粕　谷　惠　子 

川　井　功　子 

五　島　里　実 

堀　　　澄　子 

吉　田　　げ子 

服　部　吟　子 

加　藤　忠　法 

笹　尾　美智留 

小　川　博　章 

矢　島　明　美 

花　村　澄　子 

江　闢　榮　子 

河　田　容　子 

田　村　文　子 

森　　　久美子 

大　橋　房　子 

葛　谷　惇　子 

小　川　芳　子 

亀　山　正　子 

高　橋　かず枝 

河　合　洋　子 

安　達　すえ子 

奥　田　豊　子 

棚　橋　重　彦 

中　村　妙　子 

樋　口　ユミ子 

近　藤　秀　隆 

服　部　雅　彦 

坂　　　幸　希 

橋　本　敬　子 

藤　井　和　郎 

杉　原　優　二 

松　原　智惠子 

林　　　隆一朗 

森　　　博　久 

森　　　　　社 

志　智　慈　朗 

福　田　　　恵 

加　藤　美智子 

（敬称略） 

民
　
　
生
　
　
児
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民
　
　
生
　
　
児
　
　
童
　
　
委
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主
任
児
童
委
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上新町 

中新町、如月町 

下新町 

新町 

西宮町、東宮町 

天王町、弥生町 

西町、柳原町 

下本町、上本町、港町 

司町、県町 

八幡町、宮川町 

二見町 

奈良町 

上柳川町 

下柳川町 

門前町 

大池町、清住町 

朝日町、泉町 

美笠通1・2・3丁目・中川町 

瓢町、桜町 

春日町、東陽町、常盤町 

松栄町 

友楽町 

緑町、月美町 

西金池町、東金池町、若葉町 

田代中、田代山 

田代東 

田代西 

長池東 

長池西、長池北 

北及第1 

北及第1 

南栄町 

北及第2 

北及第2 

北門間 

中門間 

下門間 

円城寺1・7・8 

円城寺2・3 

円城寺9・厩舎 

円城寺4・5・6 

中野 

無動寺 

江川 

米野1・2・3 

米野4・5 

笠松地域 

松枝地域 

下羽栗地域 

5月12日（日）は民生委員・児童委員の日 

　民生委員・児童委員は、皆さんの立場に立って相談にのり、必要に応じて適切な関係機関へつな
ぎます。「一人暮らしが心細い」「子育てが不安」など、福祉や児童に関する悩みや相談などがありま
したら、お気軽にご相談ください。 
　民生委員・児童委員には守秘義務があり、秘密は固く守られます。 

【問 合 先】 福祉子ども課　蕁388‐1116

担当地域 氏　名 担当地域 氏　名 

＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

レンタサイクル 

 
 
 
 
 
 
【受付日時】 
【利用料金】 
【貸出場所】 
【問 合 先】 

　平成23年度から整備を進めてきた笠松町サ
イクリングロードが、笠松みなと公園から河川環
境楽園まで全線開通しました。 
　今年もレンタサイクルのサービスを行っていま
すので、水辺のサイクリングやまちなか散策、歴
史文化財めぐりなどにぜひご利用ください。 

土・日・祝日の午前9時30分～午後4時 
200円/90分 
笠松みなと公園 
企画課　蕁388‐1113 

※実施日時は変更となる場合があります。 
※詳しい内容は町ホームページでお知らせします。 

狂犬病予防集合注射と犬の登録 

　犬の飼い主には、「狂犬病予防法」により生
後91日以上の犬の登録と、年1回の犬への予
防注射が義務付けられています。また、他市町
村で登録した犬でも引っ越しなどで笠松町に所
在地が変更になった場合、登録変更の手続き
が必要です。 
●狂犬病予防集合注射 
【日時・場所】 

【料　　金】 
・注射料金 2,600円 
・注射済票交付手数料 550円 
・新規登録（未登録の方のみ） 3,000円 
【注意事項】 
・登録済みの飼い主あてに、「狂犬病予防注射
問診票」の付いた狂犬病予防注射案内ハガ
キを郵送します。問診票は事前に記入を済ませ、
注射当日は必ずハガキを持参してください。 
・町が実施する注射を受けられない場合には、
必ず動物病院で受けてください。 
・会場でのフンの後始末は飼い主の方が必ず
行ってください。 

【問 合 先】環境経済課　蕁388‐1114

かさまつ文化フェスタ2019

リサイクル雑誌の無料配布 

 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
 
【問 合 先】 

　町図書室では、平成30年度にご愛読いただ
いた雑誌を進呈する「リサイクル雑誌の無料配
布」を実施します。みなさんぜひご利用ください。 

5月11日（土）～19日（日） 
午前9時～午後4時30分 
笠松中央公民館図書室 
松枝公民館ロビー 
総合会館ロビー 
笠松中央公民館　蕁388‐3231

月日（曜日） 時　　間 

5月 
14日（火） 

15日（水） 

10：00～11：00 
13：00～14：00 
11：00～11：45 
13：00～14：00

会　　場 
役場（西駐車場） 
松枝公民館 
笠松中央公民館 
下羽栗会館 

 
 
【日時・場所】 

【問 合 先】 

　「朝」をテーマに「かさまつ文化フェスタ2019」
が、笠松中央公民館で開催されます。 

 

町文化協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231

月日（曜日） 

5月 

11日（土） 

12日（日） 

内　　容 
作品展示 
本の交換会 
作品展示 
本の交換会 
ステージ 
発　表 
呈茶席（要呈茶券） 

時　　間 
午前9時30分～ 
午後5時 

午前9時30分～ 
午後4時 

午前10時～ 
午後4時ごろ 

場　　所 
1・2階各室 
2階 

1・2階各室 
2階 

3階大ホール 

3階ロビー 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



子　安　ひろ美 

河　田　正　弘 

箕　浦　秀　樹 

箕　浦　久　子 

勅使川原久貴子 

内　藤　千壽子 

箕　浦　智　実 

石　谷　享　子 

野々垣　美知子 

野々垣　和　子 

粕　谷　惠　子 

川　井　功　子 

五　島　里　実 

堀　　　澄　子 

吉　田　　げ子 

服　部　吟　子 

加　藤　忠　法 

笹　尾　美智留 

小　川　博　章 

矢　島　明　美 

花　村　澄　子 

江　闢　榮　子 

河　田　容　子 

田　村　文　子 

森　　　久美子 

大　橋　房　子 

葛　谷　惇　子 

小　川　芳　子 

亀　山　正　子 

高　橋　かず枝 

河　合　洋　子 

安　達　すえ子 

奥　田　豊　子 

棚　橋　重　彦 

中　村　妙　子 

樋　口　ユミ子 

近　藤　秀　隆 

服　部　雅　彦 

坂　　　幸　希 

橋　本　敬　子 

藤　井　和　郎 

杉　原　優　二 

松　原　智惠子 

林　　　隆一朗 

森　　　博　久 

森　　　　　社 

志　智　慈　朗 

福　田　　　恵 

加　藤　美智子 
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主
任
児
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上新町 

中新町、如月町 

下新町 

新町 

西宮町、東宮町 

天王町、弥生町 

西町、柳原町 

下本町、上本町、港町 

司町、県町 

八幡町、宮川町 

二見町 

奈良町 

上柳川町 

下柳川町 

門前町 

大池町、清住町 

朝日町、泉町 

美笠通1・2・3丁目・中川町 

瓢町、桜町 

春日町、東陽町、常盤町 

松栄町 

友楽町 

緑町、月美町 

西金池町、東金池町、若葉町 

田代中、田代山 

田代東 

田代西 

長池東 

長池西、長池北 

北及第1 

北及第1 

南栄町 

北及第2 

北及第2 

北門間 

中門間 

下門間 

円城寺1・7・8 

円城寺2・3 

円城寺9・厩舎 

円城寺4・5・6 

中野 

無動寺 

江川 

米野1・2・3 

米野4・5 

笠松地域 

松枝地域 

下羽栗地域 

5月12日（日）は民生委員・児童委員の日 

　民生委員・児童委員は、皆さんの立場に立って相談にのり、必要に応じて適切な関係機関へつな
ぎます。「一人暮らしが心細い」「子育てが不安」など、福祉や児童に関する悩みや相談などがありま
したら、お気軽にご相談ください。 
　民生委員・児童委員には守秘義務があり、秘密は固く守られます。 

【問 合 先】 福祉子ども課　蕁388‐1116

担当地域 氏　名 担当地域 氏　名 

＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

レンタサイクル 

 
 
 
 
 
 
【受付日時】 
【利用料金】 
【貸出場所】 
【問 合 先】 

　平成23年度から整備を進めてきた笠松町サ
イクリングロードが、笠松みなと公園から河川環
境楽園まで全線開通しました。 
　今年もレンタサイクルのサービスを行っていま
すので、水辺のサイクリングやまちなか散策、歴
史文化財めぐりなどにぜひご利用ください。 

土・日・祝日の午前9時30分～午後4時 
200円/90分 
笠松みなと公園 
企画課　蕁388‐1113 

※実施日時は変更となる場合があります。 
※詳しい内容は町ホームページでお知らせします。 

狂犬病予防集合注射と犬の登録 

　犬の飼い主には、「狂犬病予防法」により生
後91日以上の犬の登録と、年1回の犬への予
防注射が義務付けられています。また、他市町
村で登録した犬でも引っ越しなどで笠松町に所
在地が変更になった場合、登録変更の手続き
が必要です。 
●狂犬病予防集合注射 
【日時・場所】 

【料　　金】 
・注射料金 2,600円 
・注射済票交付手数料 550円 
・新規登録（未登録の方のみ） 3,000円 
【注意事項】 
・登録済みの飼い主あてに、「狂犬病予防注射
問診票」の付いた狂犬病予防注射案内ハガ
キを郵送します。問診票は事前に記入を済ませ、
注射当日は必ずハガキを持参してください。 

・町が実施する注射を受けられない場合には、
必ず動物病院で受けてください。 
・会場でのフンの後始末は飼い主の方が必ず
行ってください。 

【問 合 先】環境経済課　蕁388‐1114

かさまつ文化フェスタ2019

リサイクル雑誌の無料配布 

 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
 
【問 合 先】 

　町図書室では、平成30年度にご愛読いただ
いた雑誌を進呈する「リサイクル雑誌の無料配
布」を実施します。みなさんぜひご利用ください。 

5月11日（土）～19日（日） 
午前9時～午後4時30分 
笠松中央公民館図書室 
松枝公民館ロビー 
総合会館ロビー 
笠松中央公民館　蕁388‐3231

月日（曜日） 時　　間 

5月 
14日（火） 

15日（水） 

10：00～11：00 
13：00～14：00 
11：00～11：45 
13：00～14：00

会　　場 
役場（西駐車場） 
松枝公民館 
笠松中央公民館 
下羽栗会館 

 
 
【日時・場所】 

【問 合 先】 

　「朝」をテーマに「かさまつ文化フェスタ2019」
が、笠松中央公民館で開催されます。 

 

町文化協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231

月日（曜日） 

5月 

11日（土） 

12日（日） 

内　　容 
作品展示 
本の交換会 
作品展示 
本の交換会 
ステージ 
発　表 
呈茶席（要呈茶券） 

時　　間 
午前9時30分～ 
午後5時 

午前9時30分～ 
午後4時 

午前10時～ 
午後4時ごろ 

場　　所 
1・2階各室 
2階 

1・2階各室 
2階 

3階大ホール 

3階ロビー 
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循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

乙種第4類危険物取扱者試験の
準備講習会 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【定　　員】 
【受 講 料】 
 
【申込期限】 
 
 
 
 
 
 
【申込・問合先】 

6月7日（金）  
午前9時～午後3時30分 
郡広域連合消防本部3階 
10人 
会員1,500円　一般3,000円 

※別にテキスト代1,700円がかかります。 
6月6日（木） 

※準備講習会の申込用紙は、郡広域連合の各
消防署で配布、又は消防本部ホームページ
からダウンロードできます。 
※第2回危険物取扱者試験の願書は、5月9日（木）
から17日（金）まで消防試験研究センター岐
阜支部で受付けています。 

郡危険物安全協会事務局 
（郡広域連合消防本部予防課内） 
蕁388‐1198

第30回歯と口の健康フェスティバル 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【内　　容】 
 
 
 
 
 
 
 

 
【申込要件】 
 
【申込期限】 

【申込・問合先】 

6月2日（日） 午後0時30分～3時30分 
（受付終了　午後3時） 
笠松中央公民館 
 

RDテスト、かむカムチェックガム、中学生以下の
フッ化物塗布、クイズラリー、人形劇、大人のお
口の健康チェック、歯の健康優良児の表彰、歯
の絵画・ポスターの表彰・展示、はつらつ高齢者
のよい歯のコンクールなど 
※駐車場に限りがありますので、乗り合わせて
ご来場ください。 

◎はつらつ高齢者のよい歯のコンクール 
80歳以上で自分の歯が20本以
上あり、歯の健康に自信のある方 
5月20日（月） 

健康介護課　蕁388‐7171

学習ボランティア講座 

 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【対　　象】 
【定　　員】 
【申込期限】 
【問 合 先】 

　学習ボランティアとして、どのような活動が求
められているか、実際にどんな活動が行われて
いるか、ボランティア団体の方からお話を聞いた
り実際の様子を見学したりします。子どもたちの
学習や活動を応援したいと思っている方、自分
の力を地域に役立てたいと思っている方、ぜひ
参加してください。 

6月8日（土） 
午前9時30分～11時 
笠松中央公民館 
18歳以上の方 
20人 
5月24日（金） 
笠松中央公民館　蕁388‐3231

多重債務無料相談会 

 
 
 
 
 
【開 催 日】 
 
 
【相談受付時間】 
 
 
 
 
 
【会　　場】 
 
【問 合 先】 

　多重債務問題は、放置すると家庭崩壊や自
殺につながるおそれがある深刻な問題です。 
　岐阜県では、法律専門家による、返しきれな
い借金にお困りの方を対象にした多重債務無
料相談会を開催します。 

 
6月8日（土）、8月10日（土）、10月12日（土）、 
12月14日（土）、令和2年2月15日（土） 

 
午後1時～4時 
①面接による相談（相談時間は1人30分、2日前
までに電話予約が必要です） 
②電話による相談（相談受付時間内に下記の
電話番号へおかけください） 

県民生活相談センター 
（OKBふれあい会館1棟5階） 
県民生活相談センター　 
蕁277‐1003

新卒求人取扱い説明会 

 
 
【日　　時】 
 
 
【場　　所】 
 
【内　　容】 
 
 
【問 合 先】 

　事業主を対象とした求人募集・選考・採用に
関する求人取扱説明会が開催されます。 

5月28日（火）・29日（水） 
午後2時～4時 
（受付開始　午後1時30分） 
長良川国際会議場4階　大会議室 
※無料駐車場はありません。 
・令和2年3月新規学卒者の求人
取扱いなどについて 

・公正な採用選考について 
岐阜新卒応援ハローワーク　柴田 
蕁264‐7550

みんなハッピー！かさマルシェ 
vol.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【開催場所】 
【問 合 先】 

老人余技作品展 

ワンデーレッスン（6月） 

 
【対　　象】 
【場　　所】 
【受 講 料】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　自分自身の興味関心を広げ、生活に潤いをもたらすことを目的とし、ワンデーレッスンを開催します。 
町内在住・在勤・在学の方 
笠松中央公民館 
1講座につき300円 
受講当日に材料費と一緒にお支払いください。 
5月14日（火） 午前8時30分～午後9時30分 
笠松中央公民館　蕁388‐3231／松枝公民館　蕁387‐0156／総合会館　蕁387‐8432 

※人数不足により閉講する場合や、人数制限の抽選で漏れた場合はご連絡します。 

タイトル 定員 

20人 

日時/会場 

6月19日（水） 
午後1時30分～3時30分 

笠松中央公民館 

素敵な 
ハーバリウム 

内　　容 

草花を透明な容器に入れ、薬剤で固め
る近年話題のハーバリウム。素敵なイ
ンテリアを自分の手で作ってみませんか？ 

持ち物・材料費など 

持ち物：なし 
材料費：1,500円 

講師名 

鈴木 美咲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【開催期間】 
 
【開催場所】 
【出展者要件】 
 
 
【応募期限】 
【応募・問合先】 

　町老人クラブ連合会主催の「老人余技作品展」
が、開催されます。 
　会場には、洋画・日本画・写真・書・手芸・水墨
画・盆栽など、老人クラブの会員の方々が丹精
こめて作られた作品が展示されます。素敵な作
品に出会えます。ぜひご鑑賞ください。 
　また、展示作品を募集します。この機会にぜ
ひ力作を出展してみませんか。余技作品展にて
優秀な作品は、岐阜県老人クラブ連合会主催
の作品コンクールに出展され、そこで優秀第1席
から4席の作品は、「ねんりんピック岐阜2020」
の美術展に出展されます。 

5月29日（水）午後1時～ 
31日（金）午後3時 

福祉会館　ロビー 
老人クラブ会員（老人クラブへの加
入については、事前に事務局へお
尋ねください） 
5月24日（金） 
老人クラブ連合会事務局 
（福祉会館内）　蕁387‐1121

　おいしいモノ、か
わいいモノ、たのし
いコトが笠松みなと
公園に集まります。
買い物をしたり、公
園で遊んだり、川辺
でゆったりくつろい
だり、子どもから大人まで楽しめるイベントです。
ピクニック気分でご来場ください。 

5月19日（日） 午前10時～午後4時 
笠松みなと公園 
商工会　蕁388‐2566 

専用ホームページhttp://casamarche.gifu.jp

5月の日程　ホーム長良川競技場 

がんばれFC岐阜 

5/ 5（日）午後6時から 
5/12（日）午後7時から 
5/26（日）午後7時から 

FC琉球 
ツエーゲン金沢 
FC町田ゼルビア 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

乙種第4類危険物取扱者試験の
準備講習会 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【定　　員】 
【受 講 料】 
 
【申込期限】 
 
 
 
 
 
 
【申込・問合先】 

6月7日（金）  
午前9時～午後3時30分 
郡広域連合消防本部3階 
10人 
会員1,500円　一般3,000円 

※別にテキスト代1,700円がかかります。 
6月6日（木） 

※準備講習会の申込用紙は、郡広域連合の各
消防署で配布、又は消防本部ホームページ
からダウンロードできます。 
※第2回危険物取扱者試験の願書は、5月9日（木）
から17日（金）まで消防試験研究センター岐
阜支部で受付けています。 

郡危険物安全協会事務局 
（郡広域連合消防本部予防課内） 
蕁388‐1198

第30回歯と口の健康フェスティバル 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【内　　容】 
 
 
 
 
 
 
 

 
【申込要件】 
 
【申込期限】 

【申込・問合先】 

6月2日（日） 午後0時30分～3時30分 
（受付終了　午後3時） 
笠松中央公民館 
 

RDテスト、かむカムチェックガム、中学生以下の
フッ化物塗布、クイズラリー、人形劇、大人のお
口の健康チェック、歯の健康優良児の表彰、歯
の絵画・ポスターの表彰・展示、はつらつ高齢者
のよい歯のコンクールなど 
※駐車場に限りがありますので、乗り合わせて
ご来場ください。 

◎はつらつ高齢者のよい歯のコンクール 
80歳以上で自分の歯が20本以
上あり、歯の健康に自信のある方 
5月20日（月） 

健康介護課　蕁388‐7171

学習ボランティア講座 

 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【対　　象】 
【定　　員】 
【申込期限】 
【問 合 先】 

　学習ボランティアとして、どのような活動が求
められているか、実際にどんな活動が行われて
いるか、ボランティア団体の方からお話を聞いた
り実際の様子を見学したりします。子どもたちの
学習や活動を応援したいと思っている方、自分
の力を地域に役立てたいと思っている方、ぜひ
参加してください。 

6月8日（土） 
午前9時30分～11時 
笠松中央公民館 
18歳以上の方 
20人 
5月24日（金） 
笠松中央公民館　蕁388‐3231

多重債務無料相談会 

 
 
 
 
 
【開 催 日】 
 
 
【相談受付時間】 
 
 
 
 
 
【会　　場】 
 
【問 合 先】 

　多重債務問題は、放置すると家庭崩壊や自
殺につながるおそれがある深刻な問題です。 
　岐阜県では、法律専門家による、返しきれな
い借金にお困りの方を対象にした多重債務無
料相談会を開催します。 

 
6月8日（土）、8月10日（土）、10月12日（土）、 
12月14日（土）、令和2年2月15日（土） 

 
午後1時～4時 
①面接による相談（相談時間は1人30分、2日前
までに電話予約が必要です） 
②電話による相談（相談受付時間内に下記の
電話番号へおかけください） 

県民生活相談センター 
（OKBふれあい会館1棟5階） 
県民生活相談センター　 
蕁277‐1003

新卒求人取扱い説明会 

 
 
【日　　時】 
 
 
【場　　所】 
 
【内　　容】 
 
 
【問 合 先】 

　事業主を対象とした求人募集・選考・採用に
関する求人取扱説明会が開催されます。 

5月28日（火）・29日（水） 
午後2時～4時 
（受付開始　午後1時30分） 
長良川国際会議場4階　大会議室 
※無料駐車場はありません。 
・令和2年3月新規学卒者の求人
取扱いなどについて 

・公正な採用選考について 
岐阜新卒応援ハローワーク　柴田 
蕁264‐7550

みんなハッピー！かさマルシェ 
vol.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【開催場所】 
【問 合 先】 

老人余技作品展 

ワンデーレッスン（6月） 

 
【対　　象】 
【場　　所】 
【受 講 料】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　自分自身の興味関心を広げ、生活に潤いをもたらすことを目的とし、ワンデーレッスンを開催します。 
町内在住・在勤・在学の方 
笠松中央公民館 
1講座につき300円 
受講当日に材料費と一緒にお支払いください。 
5月14日（火） 午前8時30分～午後9時30分 
笠松中央公民館　蕁388‐3231／松枝公民館　蕁387‐0156／総合会館　蕁387‐8432 

※人数不足により閉講する場合や、人数制限の抽選で漏れた場合はご連絡します。 

タイトル 定員 

20人 

日時/会場 

6月19日（水） 
午後1時30分～3時30分 

笠松中央公民館 

素敵な 
ハーバリウム 

内　　容 

草花を透明な容器に入れ、薬剤で固め
る近年話題のハーバリウム。素敵なイ
ンテリアを自分の手で作ってみませんか？ 

持ち物・材料費など 

持ち物：なし 
材料費：1,500円 

講師名 

鈴木 美咲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【開催期間】 
 
【開催場所】 
【出展者要件】 
 
 
【応募期限】 
【応募・問合先】 

　町老人クラブ連合会主催の「老人余技作品展」
が、開催されます。 
　会場には、洋画・日本画・写真・書・手芸・水墨
画・盆栽など、老人クラブの会員の方々が丹精
こめて作られた作品が展示されます。素敵な作
品に出会えます。ぜひご鑑賞ください。 
　また、展示作品を募集します。この機会にぜ
ひ力作を出展してみませんか。余技作品展にて
優秀な作品は、岐阜県老人クラブ連合会主催
の作品コンクールに出展され、そこで優秀第1席
から4席の作品は、「ねんりんピック岐阜2020」
の美術展に出展されます。 

5月29日（水）午後1時～ 
31日（金）午後3時 

福祉会館　ロビー 
老人クラブ会員（老人クラブへの加
入については、事前に事務局へお
尋ねください） 
5月24日（金） 
老人クラブ連合会事務局 
（福祉会館内）　蕁387‐1121

　おいしいモノ、か
わいいモノ、たのし
いコトが笠松みなと
公園に集まります。
買い物をしたり、公
園で遊んだり、川辺
でゆったりくつろい
だり、子どもから大人まで楽しめるイベントです。
ピクニック気分でご来場ください。 

5月19日（日） 午前10時～午後4時 
笠松みなと公園 
商工会　蕁388‐2566 

専用ホームページhttp://casamarche.gifu.jp

5月の日程　ホーム長良川競技場 

がんばれFC岐阜 

5/ 5（日）午後6時から 
5/12（日）午後7時から 
5/26（日）午後7時から 

FC琉球 
ツエーゲン金沢 
FC町田ゼルビア 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



笠松町こどもわくわく広場の 
スタッフ 

 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【対　　象】 
【問 合 先】 

　笠松町こどもわくわく広場は、小学生に豊かな
体験活動を提供する、講座型のふれあいの場
です。調理や工作など、特技を生かして子どもた
ちに知識や経験を伝えたい方、子どもが大好きで、
活動をサポートしてくださる方を募集しています。
興味のある方は見学に来てください。子どもたち
と一緒にわくわくする時間を過ごしませんか。 

5月11日（土）・18日（土） 
午前10時～11時30分 
笠松中央公民館 
18歳以上の方 
笠松中央公民館　蕁388‐3231

夏休みの放課後児童クラブ指導員 

 
 
 
 
【雇用期間】 
 
【勤務時間】 
【勤務場所】 
 
 
 
【必要資格・賃金】 
 
 
 
 
【申込方法】 
 
 
 
 
 
 
【申込期限】 
【問 合 先】 

　放課後児童クラブは、子どもたちが指導員の
もと、友だちと一緒に遊び、生活する場です。子
どもたちの生活を見守りながら、楽しく遊ぶこと
が好きな方を募集します。 

7月23日（火）～8月24日（土） 
月曜日～土曜日（祝日は除く） 
午前8時～午後7時（概ね6時間を限度） 
 

笠松小学校（北舎1階） 
松枝小学校（校舎南西側プレハブ教室） 
下羽栗小学校（校舎南西側プレハブ教室） 

 
・保育士資格、教員免許（幼・小・中いずれも可） 
　を持つ方 時給1,100円 
・児童の保育に知識や経験を持つ方 
 時給980円 

 
役場福祉子ども課へ次の書類を提出してください。 
・保育資格証、教員免許状などの写し 
・町臨時雇用職員等求人登録票 
※求人登録票は、役場総務課または福祉子ど
も課にあります。（町ホームページからもダウン
ロードできます） 

6月14日（金） 
福祉子ども課　蕁388‐1116

非常勤講師などの 
「人材バンク登録」 

 
 
 
 
 
 
 
【学習支援員】 
〈内容〉 
 
〈資格〉 
【特別支援教育アシスタント】 
〈内容〉 
 
 
【問 合 先】 

　郡内の小・中学校において、学習支援員や
特別支援教育アシスタントとして働く希望をお
もちで、「人材バンク」に登録していただける方
を募集しています。 
　羽島郡近郊にお住まいで、登録を希望される
方は、ご連絡ください。 
　なお、詳細は面接の中で説明します。 

 
・学級担任などと連携した、児童・生徒
の学習や生活に対する支援など 
・小学校または中学校の教員免許 
 

・集団での活動など、学校生活に不安
のある児童・生徒への支援など 
※教員免許状の有無は問いません。 
郡二町教育委員会　学校教育課 
蕁245‐1133

保育士 

【採用予定人員】3人 
【勤務場所】 
 
【勤務時間】 
 
【年次休暇】 
【休　　日】 
 
【給　　料】 
 
 
【賞　　与】 
【通勤手当】 
【選考方法】 
 
 
【採用年月日】随時 
【申込・問合先】 
 

 
第一保育所、下羽栗保育所、 
松枝保育所 
午前7時～午後7時のうち8時間45分
（休憩時間1時間を含む） 
20日（他に夏季休暇3日有り） 
週休2日制（4週のうち8日休み）、 
日曜日、祝日、年末年始 
短大卒167,900円 
大学卒184,900円 
（経験年数により加算額有り） 
年3回（前年度実績5.6か月分程度） 
距離に応じて支給 
一次試験：適正（クレペリン）検査、
作文、ピアノ試験（課題曲2曲） 
二次試験：面接 
 
 

社会福祉法人笠松町地域振興公社 
（第一保育所内）　蕁387‐6266 
　パートの保育士さんも随時募集しています。
勤務時間・日数についてはご相談ください。 
　詳細や施設の見学を希望される方は、お気
軽にご連絡ください。 

献血 
　みなさんのあたたかい思いや
りが、助け合いの輪を広げます。
ぜひ献血にご協力をお願いします。 

【問 合 先】 健康介護課　蕁388‐7171

月日（曜日） 場　　所 時　　間 
5月21日（火） ジーエフシー（株）（田代） 12：45～15：00

よりよい川づくりのため 
河川愛護モニター 

 
 
 
 
【募集期間】 
【募集人員】 
【応募資格】 
 
 
 
 
【手　　当】 
【委嘱期間】 
 
 
【応募・問合先】 

　河川整備、河川の利用、河川環境の地域の
皆さんの要望を十分把握し、河川愛護思想の
普及啓発を図るため、河川愛護モニターを募集
しています。 

5月7日（火）～17日（金） 
5人（予定） 
 

20歳以上で木曽川上流河川事務所管内の河
川（木曽川、長良川、揖斐川、牧田川、杭瀬川、
根尾川）の近隣にお住まいの方。 
川に接する機会が多く河川愛護に関心のある方。 

未定（参考：平成30年度月額4,580円） 
7月1日～令和2年6月30日 

※ただし、制度改正などにより期間満了以前に
委嘱を終了する場合があります。 
 
国土交通省木曽川上流河川事務所 
占用調整課　蕁251‐1326 
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/

自衛官 

【問 合 先】 

（自衛官募集説明会） 

自衛隊岐阜地方協力本部 
岐阜募集案内所　蕁383‐5118

第17回町民ゲートボール大会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

6月16日（日） 午前8時30分～ 
米野ゲートボール場 
町内に在住・在勤の方で編成され
たチーム 
1人100円 
（大会当日にお支払いただきます） 
5月24日（金） 
町体育協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231実施日 時間 

5月13日（月） 

5月15日（水） 

午後6時～8時 

午後6時～8時 

場所 
笠松中央公民館 
（1の3会議室） 
笠松中央公民館 
（1の3会議室） 

募集種目 受験資格 

自衛官候補生 18歳以上 33歳未満 

受付期間 
年間通じて 
受付 

試験日 
受付時に 

お知らせします 

春の全国交通安全運動 

運動の基本 
「子供と高齢者の交通事故防止 

～事故にあわない、おこさない～」 
交通事故死ゼロを目指す日 

5月20日（月） 

5月11日（土）～20日（月） 

自転車の安全利用推進月間 自転車の安全利用推進月間 自転車の安全利用推進月間 
　5月は、「自転車の安全利用推進月間」で
す。次の自転車安全利用五則を守り、交通
マナーの向上に努めましょう。 
【自転車安全利用五則】 
①自転車は車道が原則、歩道は例外 
②車道は左側を通行 
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 
④安全ルールを守る 
●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 
●夜間はライトを点灯 
●交差点での信号遵守と一時停止・安
全確認 

⑤子どもはヘルメットを着用 

第33回町民テニス大会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
 
 
 
 
 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

6月16日（日） 午前9時～ 
緑地公園内テニスコート 
町内に在住・在勤の方 
ダブルス（1人1種目） 

①小学生男子の部 ②小学生女子の部 
③中学生男子の部 ④中学生女子の部 
⑤一般男子の部 ⑥一般女子の部 
⑦45歳以上男子の部 ⑧40歳以上女子の部 
⑨60歳以上男子の部 ⑩55歳以上女子の部 

1組1,000円（500円/人） 
（大会当日お支払いただきます） 
6月7日（金） 
町体育協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



笠松町こどもわくわく広場の 
スタッフ 

 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【対　　象】 
【問 合 先】 

　笠松町こどもわくわく広場は、小学生に豊かな
体験活動を提供する、講座型のふれあいの場
です。調理や工作など、特技を生かして子どもた
ちに知識や経験を伝えたい方、子どもが大好きで、
活動をサポートしてくださる方を募集しています。
興味のある方は見学に来てください。子どもたち
と一緒にわくわくする時間を過ごしませんか。 

5月11日（土）・18日（土） 
午前10時～11時30分 
笠松中央公民館 
18歳以上の方 
笠松中央公民館　蕁388‐3231

夏休みの放課後児童クラブ指導員 

 
 
 
 
【雇用期間】 
 
【勤務時間】 
【勤務場所】 
 
 
 
【必要資格・賃金】 
 
 
 
 
【申込方法】 
 
 
 
 
 
 
【申込期限】 
【問 合 先】 

　放課後児童クラブは、子どもたちが指導員の
もと、友だちと一緒に遊び、生活する場です。子
どもたちの生活を見守りながら、楽しく遊ぶこと
が好きな方を募集します。 

7月23日（火）～8月24日（土） 
月曜日～土曜日（祝日は除く） 
午前8時～午後7時（概ね6時間を限度） 
 

笠松小学校（北舎1階） 
松枝小学校（校舎南西側プレハブ教室） 
下羽栗小学校（校舎南西側プレハブ教室） 

 
・保育士資格、教員免許（幼・小・中いずれも可） 
　を持つ方 時給1,100円 
・児童の保育に知識や経験を持つ方 
 時給980円 

 
役場福祉子ども課へ次の書類を提出してください。 
・保育資格証、教員免許状などの写し 
・町臨時雇用職員等求人登録票 
※求人登録票は、役場総務課または福祉子ど
も課にあります。（町ホームページからもダウン
ロードできます） 

6月14日（金） 
福祉子ども課　蕁388‐1116

非常勤講師などの 
「人材バンク登録」 

 
 
 
 
 
 
 
【学習支援員】 
〈内容〉 
 
〈資格〉 
【特別支援教育アシスタント】 
〈内容〉 
 
 
【問 合 先】 

　郡内の小・中学校において、学習支援員や
特別支援教育アシスタントとして働く希望をお
もちで、「人材バンク」に登録していただける方
を募集しています。 
　羽島郡近郊にお住まいで、登録を希望される
方は、ご連絡ください。 
　なお、詳細は面接の中で説明します。 

 
・学級担任などと連携した、児童・生徒
の学習や生活に対する支援など 
・小学校または中学校の教員免許 
 

・集団での活動など、学校生活に不安
のある児童・生徒への支援など 
※教員免許状の有無は問いません。 
郡二町教育委員会　学校教育課 
蕁245‐1133

保育士 

【採用予定人員】3人 
【勤務場所】 
 
【勤務時間】 
 
【年次休暇】 
【休　　日】 
 
【給　　料】 
 
 
【賞　　与】 
【通勤手当】 
【選考方法】 
 
 
【採用年月日】随時 
【申込・問合先】 
 

 
第一保育所、下羽栗保育所、 
松枝保育所 
午前7時～午後7時のうち8時間45分
（休憩時間1時間を含む） 
20日（他に夏季休暇3日有り） 
週休2日制（4週のうち8日休み）、 
日曜日、祝日、年末年始 
短大卒167,900円 
大学卒184,900円 
（経験年数により加算額有り） 
年3回（前年度実績5.6か月分程度） 
距離に応じて支給 
一次試験：適正（クレペリン）検査、
作文、ピアノ試験（課題曲2曲） 
二次試験：面接 
 
 

社会福祉法人笠松町地域振興公社 
（第一保育所内）　蕁387‐6266 
　パートの保育士さんも随時募集しています。
勤務時間・日数についてはご相談ください。 
　詳細や施設の見学を希望される方は、お気
軽にご連絡ください。 

献血 
　みなさんのあたたかい思いや
りが、助け合いの輪を広げます。
ぜひ献血にご協力をお願いします。 

【問 合 先】 健康介護課　蕁388‐7171

月日（曜日） 場　　所 時　　間 
5月21日（火） ジーエフシー（株）（田代） 12：45～15：00

よりよい川づくりのため 
河川愛護モニター 

 
 
 
 
【募集期間】 
【募集人員】 
【応募資格】 
 
 
 
 
【手　　当】 
【委嘱期間】 
 
 
【応募・問合先】 

　河川整備、河川の利用、河川環境の地域の
皆さんの要望を十分把握し、河川愛護思想の
普及啓発を図るため、河川愛護モニターを募集
しています。 

5月7日（火）～17日（金） 
5人（予定） 
 

20歳以上で木曽川上流河川事務所管内の河
川（木曽川、長良川、揖斐川、牧田川、杭瀬川、
根尾川）の近隣にお住まいの方。 
川に接する機会が多く河川愛護に関心のある方。 

未定（参考：平成30年度月額4,580円） 
7月1日～令和2年6月30日 

※ただし、制度改正などにより期間満了以前に
委嘱を終了する場合があります。 
 
国土交通省木曽川上流河川事務所 
占用調整課　蕁251‐1326 
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/

自衛官 

【問 合 先】 

（自衛官募集説明会） 

自衛隊岐阜地方協力本部 
岐阜募集案内所　蕁383‐5118

第17回町民ゲートボール大会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

6月16日（日） 午前8時30分～ 
米野ゲートボール場 
町内に在住・在勤の方で編成され
たチーム 
1人100円 
（大会当日にお支払いただきます） 
5月24日（金） 
町体育協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231実施日 時間 

5月13日（月） 

5月15日（水） 

午後6時～8時 

午後6時～8時 

場所 
笠松中央公民館 
（1の3会議室） 
笠松中央公民館 
（1の3会議室） 

募集種目 受験資格 

自衛官候補生 18歳以上 33歳未満 

受付期間 
年間通じて 
受付 

試験日 
受付時に 

お知らせします 

春の全国交通安全運動 

運動の基本 
「子供と高齢者の交通事故防止 

～事故にあわない、おこさない～」 
交通事故死ゼロを目指す日 

5月20日（月） 

5月11日（土）～20日（月） 

自転車の安全利用推進月間 自転車の安全利用推進月間 自転車の安全利用推進月間 
　5月は、「自転車の安全利用推進月間」で
す。次の自転車安全利用五則を守り、交通
マナーの向上に努めましょう。 
【自転車安全利用五則】 
①自転車は車道が原則、歩道は例外 
②車道は左側を通行 
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 
④安全ルールを守る 
●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 
●夜間はライトを点灯 
●交差点での信号遵守と一時停止・安
全確認 

⑤子どもはヘルメットを着用 

第33回町民テニス大会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
 
 
 
 
 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

6月16日（日） 午前9時～ 
緑地公園内テニスコート 
町内に在住・在勤の方 
ダブルス（1人1種目） 

①小学生男子の部 ②小学生女子の部 
③中学生男子の部 ④中学生女子の部 
⑤一般男子の部 ⑥一般女子の部 
⑦45歳以上男子の部 ⑧40歳以上女子の部 
⑨60歳以上男子の部 ⑩55歳以上女子の部 

1組1,000円（500円/人） 
（大会当日お支払いただきます） 
6月7日（金） 
町体育協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



第11回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会 

　羽島郡から8人（補欠を含む）の代表選手を
募集します。 
【募集選手】 
○一般・高校生 男子（選手2人＋補欠1人） 
 女子（選手2人＋補欠1人） 
○40歳以上 男女問わず（選手1人＋補欠1人） 
※小・中学生の選手は、郡内各小・中学校を通
して募集します。郡内在住で、郡外の小・中
学校に在籍している方は、郡二町教育委員
会までお問合せください。 

【日　　時】10月20日（日） 
午前9時30分スタート（予定） 

【コースと区間】 
岐阜県庁～不二羽島文化センター西折り返し1往復
～小熊コミュニティセンター折り返し 32.4㎞ 
　第1区 高校女子 3.4㎞ 募集 
　第2区 中学女子 2.1㎞ 
　第3区 小学女子 1.5㎞ 
　第4区 中学女子 2.2㎞ 
　第5区 40歳以上  2.2㎞ 募集 
　第6区 小学男子 1.6㎞ 
　第7区 高校男子 5.4㎞ 募集 
　第8区 一般・高校男子 5.5㎞ 募集 
　第9区 中学男子 3.1㎞ 
　第10区 一般・高校女子 5.4㎞ 募集 
【参加資格】 
・郡内に在住・在勤・在学の方 
ただし、一般・学生は、他県在住者・出身者で
あっても、出身小・中学校または高等学校所
在地が郡内であれば出場可 
・高校生は、保護者の同意を得られる方 
【申込期限】6月28日（金） 午後5時 

詳細は、申込み後に案内します。 
【申込・問合先】郡二町教育委員会 

社会教育課　蕁245‐1133

第23回町民ソフトバレーボール大会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 

6月30日（日） 午前9時～ 
町民体育館2階　競技場 
町内に在住・在勤の方 
混成の部・女子の部 
1チーム500円 
（組合せ抽選会でお支払いただきます） 
6月20日（木） 
町体育協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231 

◎組合せ抽選会 
6月24日（月） 午後7時30分～ 
笠松中央公民館1階　集会室 

第68回町民軟式野球大会 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 

7月7日、14日、21日（日） 
午前8時45分～ 
勤労青少年運動場 
町内に在住・在勤の方で原則町内
会単位で構成されたチーム（20人
以内）で1町内2チームまで 
1チーム2,000円（組合せ抽選会で
お支払いただきます） 
6月7日（金） 
町体育協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231 

◎組合せ抽選会 
6月14日（金） 午後7時30分～ 
笠松中央公民館2階　学習室1

【番 組 名】 
【チャンネル】 
 
【放 送 日】 
 
【放 送 日】 
【放送時間】 

内 案 組 番 の 月 5チャンネル 
CCN

エリアトピックス 
12ch 

○かさまつ文化フェスタ2019 
5月15日（水） 

○みんなハッピー！かさマルシェvol.2 
5月23日（木） 
午前7時45分～ほか 

※都合により、放送内容が変更される場合があります。 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

5月の開催日程 
7（火）.8（水）.9（木）10.（金） 
21（火）.22（水）.23（木）.24（金） 

5/23（木） 5/23（木） 第2回 ぎふ清流カップ（SPⅠ） 第2回 ぎふ清流カップ（SPⅠ） 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!
5/23、CCNにて笠松けいば全レースを放送!5/23、CCNにて笠松けいば全レースを放送!

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

　毎年5月5日（こどもの日）から1週間は「児
童福祉週間」です。 
　児童福祉週間とは、子どもや家庭、子ども
の健やかな成長を国民全体で考えることを
目的として定められたものです。期間中に
は普及啓発行事が全国各地で実施されます。 

児童福祉週間 児童福祉週間 
5月5日（日）～11日（土） 

平成31年度標語 

「その気持ち　誰かを笑顔にさせる種」 

町マスコットキャラクター「かさまる
くん・かさまるちゃん」イラスト 

 
 
 
【応募期限】 
【応募方法】 
 
 
 
 
 
【選定方法】 
【応募・問合先】 

　7月号広報紙に掲載するイラストを募集します。 
　採用された場合は、「かさまるグッズ」をプレゼント
します。 

5月27日（月） 
 

　作品と応募用紙（町ホームページからダウン
ロードできます）を企画課へ持参または郵送・メ
ールでご応募ください。作品は約20cmの正方
形の用紙に手書きか、画像ファイル（Jpeg形式
かGif形式）どちらでも構いません。 

企画課で決定 
企画課　蕁388‐1113 

Eメール　kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

岐阜羽島警察署からのお知らせ 

岐阜羽島警察署・岐阜羽島地区防犯協会 
蕁387‐0110

～つぎつぎ出てくる犯罪の新手口～ 
資産を聞く電話は要注意！ 
　今、個人情報を調べるため
の『アポ電（アポイントメント電話）』
をかけるのは詐欺犯人だけで
はありません！！ 
新手口の紹介 
テレビ局を装う者から、 
・アンケートをとっています 
・ひとり暮らしですか？ 
・平均預金は600万円と言われているが、あ
なたはそれより上ですか？ 
などといった電話がかかってくる事案が多発
しています。 
★絶対に家族構成や資産状況などを教えな
いでください。 
★仮に電話がかかってきたとしても、自分の
預金高は口外しないでください。 
　話してしまった資産状況や預金高から、あ
なたが犯罪のターゲットにされてしまうかもし
れません。 
　東京方面では強盗などの凶悪事件に発
展したケースも確認されていますので、注意
してください。 

ニセ電話詐欺に、 
だまされんこん。 

第44回町民剣道大会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【競技内容】 
 
 
 
 
 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

6月16日（日） 午前10時～ 
町民体育館1階　剣道・卓球場 
町内に在住・在勤・在学の方 
①一般・高校男子の部 
②一般・高校女子の部 
③中学男子1・2年生の部、3年生の部 
④中学生女子の部 
⑤小学生高学年、低学年の部 

※参加人数の都合により変更することがあります 
1人100円 
（大会当日お支払いただきます） 
5月21日（火） 
町体育協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231

健口 

毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 

ぎふ食育キャラクター 
ぎふまーいん 

今月のテーマ 

　「健口」とは健やかな口を意
味する造語です。口は栄養を
摂取するために欠かせない「食
べる」という重要な役割を担っ
ています。 
　その他にも口をよく動かし、
だ液をたくさん出すことで、ばい
菌やウイルスを防いだり、食物
の消化・吸収を高めてくれる効
果もあります。健康的なからだ
作りには、健口も大切ですね。 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



第11回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会 

　羽島郡から8人（補欠を含む）の代表選手を
募集します。 
【募集選手】 
○一般・高校生 男子（選手2人＋補欠1人） 
 女子（選手2人＋補欠1人） 
○40歳以上 男女問わず（選手1人＋補欠1人） 
※小・中学生の選手は、郡内各小・中学校を通
して募集します。郡内在住で、郡外の小・中
学校に在籍している方は、郡二町教育委員
会までお問合せください。 

【日　　時】10月20日（日） 
午前9時30分スタート（予定） 

【コースと区間】 
岐阜県庁～不二羽島文化センター西折り返し1往復
～小熊コミュニティセンター折り返し 32.4㎞ 
　第1区 高校女子 3.4㎞ 募集 
　第2区 中学女子 2.1㎞ 
　第3区 小学女子 1.5㎞ 
　第4区 中学女子 2.2㎞ 
　第5区 40歳以上  2.2㎞ 募集 
　第6区 小学男子 1.6㎞ 
　第7区 高校男子 5.4㎞ 募集 
　第8区 一般・高校男子 5.5㎞ 募集 
　第9区 中学男子 3.1㎞ 
　第10区 一般・高校女子 5.4㎞ 募集 
【参加資格】 
・郡内に在住・在勤・在学の方 
ただし、一般・学生は、他県在住者・出身者で
あっても、出身小・中学校または高等学校所
在地が郡内であれば出場可 
・高校生は、保護者の同意を得られる方 
【申込期限】6月28日（金） 午後5時 

詳細は、申込み後に案内します。 
【申込・問合先】郡二町教育委員会 

社会教育課　蕁245‐1133

第23回町民ソフトバレーボール大会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 

6月30日（日） 午前9時～ 
町民体育館2階　競技場 
町内に在住・在勤の方 
混成の部・女子の部 
1チーム500円 
（組合せ抽選会でお支払いただきます） 
6月20日（木） 
町体育協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231 

◎組合せ抽選会 
6月24日（月） 午後7時30分～ 
笠松中央公民館1階　集会室 

第68回町民軟式野球大会 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 

7月7日、14日、21日（日） 
午前8時45分～ 
勤労青少年運動場 
町内に在住・在勤の方で原則町内
会単位で構成されたチーム（20人
以内）で1町内2チームまで 
1チーム2,000円（組合せ抽選会で
お支払いただきます） 
6月7日（金） 
町体育協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231 

◎組合せ抽選会 
6月14日（金） 午後7時30分～ 
笠松中央公民館2階　学習室1

【番 組 名】 
【チャンネル】 
 
【放 送 日】 
 
【放 送 日】 
【放送時間】 

内 案 組 番 の 月 5チャンネル 
CCN

エリアトピックス 
12ch 

○かさまつ文化フェスタ2019 
5月15日（水） 

○みんなハッピー！かさマルシェvol.2 
5月23日（木） 
午前7時45分～ほか 

※都合により、放送内容が変更される場合があります。 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

5月の開催日程 
7（火）.8（水）.9（木）10.（金） 
21（火）.22（水）.23（木）.24（金） 

5/23（木） 5/23（木） 第2回 ぎふ清流カップ（SPⅠ） 第2回 ぎふ清流カップ（SPⅠ） 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!
5/23、CCNにて笠松けいば全レースを放送!5/23、CCNにて笠松けいば全レースを放送!

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

　毎年5月5日（こどもの日）から1週間は「児
童福祉週間」です。 
　児童福祉週間とは、子どもや家庭、子ども
の健やかな成長を国民全体で考えることを
目的として定められたものです。期間中に
は普及啓発行事が全国各地で実施されます。 

児童福祉週間 児童福祉週間 
5月5日（日）～11日（土） 

平成31年度標語 

「その気持ち　誰かを笑顔にさせる種」 

町マスコットキャラクター「かさまる
くん・かさまるちゃん」イラスト 

 
 
 
【応募期限】 
【応募方法】 
 
 
 
 
 
【選定方法】 
【応募・問合先】 

　7月号広報紙に掲載するイラストを募集します。 
　採用された場合は、「かさまるグッズ」をプレゼント
します。 

5月27日（月） 
 

　作品と応募用紙（町ホームページからダウン
ロードできます）を企画課へ持参または郵送・メ
ールでご応募ください。作品は約20cmの正方
形の用紙に手書きか、画像ファイル（Jpeg形式
かGif形式）どちらでも構いません。 

企画課で決定 
企画課　蕁388‐1113 

Eメール　kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

岐阜羽島警察署からのお知らせ 

岐阜羽島警察署・岐阜羽島地区防犯協会 
蕁387‐0110

～つぎつぎ出てくる犯罪の新手口～ 
資産を聞く電話は要注意！ 
　今、個人情報を調べるため
の『アポ電（アポイントメント電話）』
をかけるのは詐欺犯人だけで
はありません！！ 
新手口の紹介 
テレビ局を装う者から、 
・アンケートをとっています 
・ひとり暮らしですか？ 
・平均預金は600万円と言われているが、あ
なたはそれより上ですか？ 
などといった電話がかかってくる事案が多発
しています。 
★絶対に家族構成や資産状況などを教えな
いでください。 
★仮に電話がかかってきたとしても、自分の
預金高は口外しないでください。 
　話してしまった資産状況や預金高から、あ
なたが犯罪のターゲットにされてしまうかもし
れません。 
　東京方面では強盗などの凶悪事件に発
展したケースも確認されていますので、注意
してください。 

ニセ電話詐欺に、 
だまされんこん。 

第44回町民剣道大会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【競技内容】 
 
 
 
 
 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

6月16日（日） 午前10時～ 
町民体育館1階　剣道・卓球場 
町内に在住・在勤・在学の方 
①一般・高校男子の部 
②一般・高校女子の部 
③中学男子1・2年生の部、3年生の部 
④中学生女子の部 
⑤小学生高学年、低学年の部 

※参加人数の都合により変更することがあります 
1人100円 
（大会当日お支払いただきます） 
5月21日（火） 
町体育協会事務局 
（笠松中央公民館内） 
蕁388‐3231

健口 

毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 

ぎふ食育キャラクター 
ぎふまーいん 

今月のテーマ 

　「健口」とは健やかな口を意
味する造語です。口は栄養を
摂取するために欠かせない「食
べる」という重要な役割を担っ
ています。 
　その他にも口をよく動かし、
だ液をたくさん出すことで、ばい
菌やウイルスを防いだり、食物
の消化・吸収を高めてくれる効
果もあります。健康的なからだ
作りには、健口も大切ですね。 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



月曜日～ 
金曜日 

午前8時30分～ 
午後5時15分 

地域包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

月曜日～ 
金曜日 

午前8時30分～ 
午後5時15分 

子育て世代包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

介護相談 

妊娠・出産・ 
子育て総合相談 

内　　容 日（曜日） 時　間 場　所 

相談窓口のお知らせ（5月分） 

8日（水） 
15日（水） 

午後1時～3時 

在宅相談　担当地域民生委員 

福祉会館 

※相談を希望される方は、午後0時45分まで
に福祉会館へお越しください。相談者が7人
以上の場合は抽選で相談者を決定します。 

法律相談・ 
悩みごと相談 

（県弁護士会所属弁護士） 

10日（金） 午後1時30分～ 3時30分 福祉会館 

人権擁護委員 
杉山　詞一（円城寺）　石原　　明（八幡町） 
千村ゆかり（東陽町）　安藤　　隆（北　及） 
纐纈　英子（田　代）　岩村　雅人（門　間） 
森　眞理子（米　野） 

人権よろず相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田　賢一　田代950‐1 蕁388‐0068 
田島佳代子　無動寺180 蕁388‐2235 
石黒百合子　瓢町13‐1 蕁388‐0428

身体障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
　樋口　一子　北及1578-2 蕁388‐3705

※相談を希望される方は、事前に電話でお申 
　込みください。 蕁388‐7133

知的障がい者 
相談 

10日（金） 午後1時30分～ 3時30分 福祉会館 

行政相談委員 
岩田　　修（宮川町）　杉山佐都美（二見町） 

行政相談 

7日（火） 
20日（月） 

午前9時～ 
午後3時 

役場 
環境経済課 消費生活相談 

心配ごと相談 

◆ 今月のお休み 
1日（水）、31日（金） 

（笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館の図書室） 
◆ 今月のおはなしかい 
11日（土） 午前10時30分～ 
笠松中央公民館図書室 

図書室からのお知らせ 

　5月19日（日）は、家庭の日です。 
心豊かな明るい家庭づくりをしましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

今月のテーマ 

家族みんなで、野や山に出かけ、 
自然に親しみましょう。 

5月のお知らせ 
町施設 
の 

ご案内 

役場 
福祉健康センター 
子育て世代包括支援センター 
福祉会館 
こども館 

施設名 
司町1番地 

長池408番地の1 

東陽町44番地の1 
田代290番地 

所　在 
蕁388‐1111（代表） 

蕁388‐7171 

蕁387‐1121 
蕁388‐0811

電　話 
笠松中央公民館 
松枝公民館 松枝支所 
総合会館 下羽栗支所 
歴史未来館 
ふらっと笠松 

施設名 
常盤町6番地 
長池292番地 
中野229番地 
下本町87番地 
西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） 

所　在 
蕁388‐3231 
蕁387‐0156 
蕁387‐8432 
蕁388‐0161 
蕁388‐2355

電　話 

5月の保健カレンダー グループワーク 
 
 
 
【日　　時】 
【集合場所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方
で精神科医療機関に通院している方の憩いと
交流の場です。 

5月13日（月） 午前10時～午後1時 
福祉健康センター 
外出（行き先は未定） 
5月7日（火） 
健康介護課　蕁388‐7171

こころの巡回相談・障がい者就労相談 

納付は、5月31日（金）まで 

 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
【内　　容】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神保健福祉士などが、こころの病や不安
の相談に応じます。 

5月13日（月） 午後1時～2時30分 
福祉健康センター 
精神障がいの方やそのご家族 
ひきこもりや、日常の困り事の相談 

就労などの相談、各種福祉サービスの情報提供 
5月7日（火） 
健康介護課　蕁388‐7171

税　　目 期　　別 

軽自動車税 

水道料金・下水道使用料 

保育料 

放課後児童クラブ利用料 

全期 

1期分 

5月分 

5月分 

期限内納付にご協力ください。 
便利な口座振替をご利用ください。 
次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済
アプリPayB（ペイビー）でも納付できます。 
町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、
水道料金・下水道使用料（期限内で、一回の納付額が
30万円以下の場合のみ） 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 
※軽自動車税のPayBご利用の際の注意事項
～6月に車検を予定されている方へ～ 
　PayB納付では領収証書は発行されません。
特に、軽自動車の場合、車検時に必要な継
続検査用納税証明書に押印されないため、6
月に車検を予定されている方は、納付書に記
載の金融機関やコンビニでの納付をお勧め
します。 

福祉健康 
センター 

第一保育所 

福祉健康 
センター 

下羽栗会館 

福祉健康 
センター 

下羽栗会館 

福祉会館 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝公民館 

笠松 
中央公民館 

福祉健康 
センター 

13：10～13：50 

13：00～13：50 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 

13：00～14：30 

10：00 

13：30 

10：30～11：30 

9：30～11：00 

13：00～14：30 

13：30～14：30 

10：30～11：30 

14：00～15：30 

13：30～14：30 

10：30～11：30 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30

15日（水） 

9日（木） 

23日（木） 

20日（月） 

17日（金） 

22日（水） 

14日（火） 

20日（月） 

14日（火） 

20日（月） 

8日（水） 

14日（火） 

20日（月） 

21日（火） 

14日（火） 

20日（月） 

21日（火） 

22日（水） 

15日（水） 

29日（水） 

8日（水） 

22日（水） 

16日（木） 

30日（木） 

15日（水） 

29日（水） 

8日（水） 

22日（水） 

10日（金） 

24日（金） 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・
フッ化物塗布 

お誕生（10～11か月児） 
教室 

にこにこ（2歳児） 
教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブミニ 
（帝王切開について） 

プレパマクラブ 

育児相談・ 
マタニティ相談 

健康相談 

貯筋（ちょきん）
くらぶ 

ふれあいひろば 
～脳元気編～ 

ふれあいひろば 
～音楽編～ 

休日急病診療（内科・歯科） 

　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があり
ますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 
郡地域救急医療情報センター蕁388‐3799 
（郡広域連合消防本部内） 
〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 
◆在宅当番医一覧表 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
◆在宅当番医一覧表 

◆日ごろから「かかりつけ医」を持ちましょう。 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

12 

19 

26

渡 辺 小 児 科  

赤座医院上印食診療所 

伊 藤 内 科  

岩 村 医 院  

岡 山 クリ ニ ック  

片 山 クリ ニ ック  

河合内科クリニック 

北田内科クリニック 

羽 島 クリ ニ ック 

岐 南 町 八 剣  

岐南町上印食  

笠松町上本町  

笠 松 町 門 間  

岐 南 町 徳 田  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 八 剣  

岐南町下印食  

笠 松 町 門 間  

246‐8882 

247‐2626 

387‐2257 

387‐0180 

268‐0307 

388‐8700 

247‐6630 

278‐1030 

387‐6161

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

12 

19 

26

ゆう歯科クリニック 

ご と う 歯 科  

はる歯科クリニック 

三 輪 歯 科 医 院  

みやかわ歯科医院 

う え む ら 歯 科  

きたはら歯科クリニック 

く の う 歯 科 医 院  

う え む ら 歯 科  

岐 南 町 野 中  

笠 松 町 田 代  

岐南町みやまち 

笠松町円城寺  

岐南町下印食  

笠 松 町 長 池  

岐 南 町 野 中  

笠松町上本町  

笠 松 町 長 池  

259‐6480 

387‐0955 

273‐2300 

387‐6110 

272‐9988 

388‐4118 

247‐8168 

387‐2051 

388‐4118

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 

 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

♪親子でリズムあそび♪ 
5月8日（水） 午前10時～11時 
第一保育所 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 

※車でお越しの方は、笠松中央公民館駐車場
をご利用ください。 

こども館　蕁388‐0811

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



月曜日～ 
金曜日 

午前8時30分～ 
午後5時15分 

地域包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

月曜日～ 
金曜日 

午前8時30分～ 
午後5時15分 

子育て世代包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

介護相談 

妊娠・出産・ 
子育て総合相談 

内　　容 日（曜日） 時　間 場　所 

相談窓口のお知らせ（5月分） 

8日（水） 
15日（水） 

午後1時～3時 

在宅相談　担当地域民生委員 

福祉会館 

※相談を希望される方は、午後0時45分まで
に福祉会館へお越しください。相談者が7人
以上の場合は抽選で相談者を決定します。 

法律相談・ 
悩みごと相談 

（県弁護士会所属弁護士） 

10日（金） 午後1時30分～ 3時30分 福祉会館 

人権擁護委員 
杉山　詞一（円城寺）　石原　　明（八幡町） 
千村ゆかり（東陽町）　安藤　　隆（北　及） 
纐纈　英子（田　代）　岩村　雅人（門　間） 
森　眞理子（米　野） 

人権よろず相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田　賢一　田代950‐1 蕁388‐0068 
田島佳代子　無動寺180 蕁388‐2235 
石黒百合子　瓢町13‐1 蕁388‐0428

身体障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
　樋口　一子　北及1578-2 蕁388‐3705

※相談を希望される方は、事前に電話でお申 
　込みください。 蕁388‐7133

知的障がい者 
相談 

10日（金） 午後1時30分～ 3時30分 福祉会館 

行政相談委員 
岩田　　修（宮川町）　杉山佐都美（二見町） 

行政相談 

7日（火） 
20日（月） 

午前9時～ 
午後3時 

役場 
環境経済課 消費生活相談 

心配ごと相談 

◆ 今月のお休み 
1日（水）、31日（金） 

（笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館の図書室） 
◆ 今月のおはなしかい 
11日（土） 午前10時30分～ 
笠松中央公民館図書室 

図書室からのお知らせ 

　5月19日（日）は、家庭の日です。 
心豊かな明るい家庭づくりをしましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

今月のテーマ 

家族みんなで、野や山に出かけ、 
自然に親しみましょう。 

5月のお知らせ 
町施設 
の 

ご案内 

役場 
福祉健康センター 
子育て世代包括支援センター 
福祉会館 
こども館 

施設名 
司町1番地 

長池408番地の1 

東陽町44番地の1 
田代290番地 

所　在 
蕁388‐1111（代表） 

蕁388‐7171 

蕁387‐1121 
蕁388‐0811

電　話 
笠松中央公民館 
松枝公民館 松枝支所 
総合会館 下羽栗支所 
歴史未来館 
ふらっと笠松 

施設名 
常盤町6番地 
長池292番地 
中野229番地 
下本町87番地 
西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） 

所　在 
蕁388‐3231 
蕁387‐0156 
蕁387‐8432 
蕁388‐0161 
蕁388‐2355

電　話 

5月の保健カレンダー グループワーク 
 
 
 
【日　　時】 
【集合場所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方
で精神科医療機関に通院している方の憩いと
交流の場です。 

5月13日（月） 午前10時～午後1時 
福祉健康センター 
外出（行き先は未定） 
5月7日（火） 
健康介護課　蕁388‐7171

こころの巡回相談・障がい者就労相談 

納付は、5月31日（金）まで 

 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
【内　　容】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神保健福祉士などが、こころの病や不安
の相談に応じます。 

5月13日（月） 午後1時～2時30分 
福祉健康センター 
精神障がいの方やそのご家族 
ひきこもりや、日常の困り事の相談 

就労などの相談、各種福祉サービスの情報提供 
5月7日（火） 
健康介護課　蕁388‐7171

税　　目 期　　別 

軽自動車税 

水道料金・下水道使用料 

保育料 

放課後児童クラブ利用料 

全期 

1期分 

5月分 

5月分 

期限内納付にご協力ください。 
便利な口座振替をご利用ください。 
次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済
アプリPayB（ペイビー）でも納付できます。 
町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、
水道料金・下水道使用料（期限内で、一回の納付額が
30万円以下の場合のみ） 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 
※軽自動車税のPayBご利用の際の注意事項
～6月に車検を予定されている方へ～ 
　PayB納付では領収証書は発行されません。
特に、軽自動車の場合、車検時に必要な継
続検査用納税証明書に押印されないため、6
月に車検を予定されている方は、納付書に記
載の金融機関やコンビニでの納付をお勧め
します。 

福祉健康 
センター 

第一保育所 

福祉健康 
センター 

下羽栗会館 

福祉健康 
センター 

下羽栗会館 

福祉会館 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝公民館 

笠松 
中央公民館 

福祉健康 
センター 

13：10～13：50 

13：00～13：50 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 

13：00～14：30 

10：00 

13：30 

10：30～11：30 

9：30～11：00 

13：00～14：30 

13：30～14：30 

10：30～11：30 

14：00～15：30 

13：30～14：30 

10：30～11：30 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30

15日（水） 

9日（木） 

23日（木） 

20日（月） 

17日（金） 

22日（水） 

14日（火） 

20日（月） 

14日（火） 

20日（月） 

8日（水） 

14日（火） 

20日（月） 

21日（火） 

14日（火） 

20日（月） 

21日（火） 

22日（水） 

15日（水） 

29日（水） 

8日（水） 

22日（水） 

16日（木） 

30日（木） 

15日（水） 

29日（水） 

8日（水） 

22日（水） 

10日（金） 

24日（金） 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・
フッ化物塗布 

お誕生（10～11か月児） 
教室 

にこにこ（2歳児） 
教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブミニ 
（帝王切開について） 

プレパマクラブ 

育児相談・ 
マタニティ相談 

健康相談 

貯筋（ちょきん）
くらぶ 

ふれあいひろば 
～脳元気編～ 

ふれあいひろば 
～音楽編～ 

休日急病診療（内科・歯科） 

　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があり
ますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 
郡地域救急医療情報センター蕁388‐3799 
（郡広域連合消防本部内） 
〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 
◆在宅当番医一覧表 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
◆在宅当番医一覧表 

◆日ごろから「かかりつけ医」を持ちましょう。 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

12 

19 

26

渡 辺 小 児 科  

赤座医院上印食診療所 

伊 藤 内 科  

岩 村 医 院  
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片 山 クリ ニ ック  
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笠 松 町 田 代  

岐 南 町 八 剣  

岐南町下印食  

笠 松 町 門 間  

246‐8882 

247‐2626 

387‐2257 

387‐0180 

268‐0307 

388‐8700 

247‐6630 

278‐1030 

387‐6161

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

12 

19 

26

ゆう歯科クリニック 

ご と う 歯 科  

はる歯科クリニック 

三 輪 歯 科 医 院  

みやかわ歯科医院 

う え む ら 歯 科  

きたはら歯科クリニック 

く の う 歯 科 医 院  

う え む ら 歯 科  

岐 南 町 野 中  

笠 松 町 田 代  

岐南町みやまち 

笠松町円城寺  

岐南町下印食  

笠 松 町 長 池  

岐 南 町 野 中  

笠松町上本町  

笠 松 町 長 池  

259‐6480 

387‐0955 

273‐2300 

387‐6110 

272‐9988 

388‐4118 

247‐8168 

387‐2051 

388‐4118

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 

 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

♪親子でリズムあそび♪ 
5月8日（水） 午前10時～11時 
第一保育所 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 
※車でお越しの方は、笠松中央公民館駐車場
をご利用ください。 

こども館　蕁388‐0811

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 



国民年金の付加年金制度をご存じですか？ 

備えあれば憂いなし 羽島郡広域連合消防本部 
蕁388‐1195

国民 
年金 

消防署 

　国民年金付加年金制度とは、毎月の定額保険料に加えて付加保険料（月額400円）を上乗せ

して納付することで、年金受給時に付加年金が加算される制度です。付加年金受給額は、年額

で「200円×付加保険料納付月数」です。ご希望の方は、付加保険料納付申出書を役場住民

課にご提出ください。 

〈注意事項〉 

・付加保険料の納付は、申込みをした月分からです。 

・納付期限は、翌月末日です。 

・納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。 

・付加保険料の納付をやめたい時は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。 

・国民年金基金に加入している方は付加保険料を納めることができません。 

【問 合 先】住民課　蕁388‐1115／岐阜南年金事務所　蕁273‐6161

　近年、集中豪雨や台風に伴う河川の氾濫による浸水被害などが全国各地で発生していますが、

皆さんは災害への備えは万全ですか？ 

　災害はいつ発生するか分かりません。いざという時に慌てないよう、あらかじめ備えておきましょう。 

1.家の外の備え 
・雨戸はしっかりと閉められるか確認し、必要に応じて補強も行う。 

・側溝や排水溝を清掃し、水はけを良くしておく。 

・風で飛ばされそうなものは飛ばないように固定するか、家の中へ収納する。 

2.持ち出し袋の準備 
　自分や家族の状況に応じて必要なものを選び、優先順位を

つけて準備しましょう。次の品は必要なものの一例です。 

・非常食、飲料水（家族の人数×最低3日分） 

・懐中電灯 

・簡易ラジオ 

・常備薬、持病薬 

　避難の妨げにならないようコンパクトにまとめ、災害時すぐに持ち出せる場所に保管しましょう。 

3.避難経路の確認 
　避難所の場所と、そこまでの経路をしっかりと確認し、二次災害の恐れがある危険箇所を把握

しておきましょう。 

　日ごろから防災意識を高く持ち、災害による被害を最小限に抑える準備をしましょう。そして災

害発生時には、報道機関や防災無線などによる被害情報や気象情報を収集し、早めに行動する

ことで、自分と大切な家族の命を守りましょう。 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 
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あいにくの天気で本まつりは中止となりましたが、みこしを担ぎ練り歩く子どもたちの元気な掛け声
が町内のあちこちで響き渡りました＝4月14日（関連記事13ページ） 

広 

報 

K A S A M AT S U  P U B L I C  I N F O R M AT I O N

まちの人口　平成31年4月1日現在（前月比） 
人口 22,236人（減62）／男 10,726人（減16）／女 11,510人（減46）／世帯数 8,959世帯（減6） 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 
「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 

おなまえ 松脇 練之介 （円城寺） くん 

ま つ  わ き  れ ん  の  す け  

平成30年5月17日生 
松脇清高・由美さんの子 

いつも大きな声で元気な練くん螢� 
これからも元気よく素敵な練くんで育ってね。 

おなまえ 中野 陽斗 （西金池町） くん 

な か  の  は る  と  

平成30年5月17日生 
中野正隆・保奈実さんの子 

いつも笑顔のはるくん。 
お姉ちゃんと仲良く元気に育ってね。 

おなまえ 伊藤 咲 （門前町） ちゃん 

い  と う  さ き  

平成30年5月21日生 
伊藤貴章・優希さんの子 

にこにこ笑顔の咲ちゃん♪ 
たくさん笑って大きくなってね！！ 

応募対象 
応募期限 
応募方法 

平成30年7月生まれの赤ちゃん 
5月31日（金） 
企画課まで写真とコメントをご持参、 
もしくはメールでご応募ください。Eメール　kikaku@town.kasamatsu.lg.jp 
なお、応募者が多い場合は一人あたりの掲載枠が小さくなる可能性があります。 

詳しくは企画課広報担当まで 
お問合せください。 

ん に ち は こ ん に ち は こ ん に ち は こ ん に ち は こ Hello!Hello!
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第1回笠松町議会定例会議決結果 

笠松町議会　新議長ごあいさつ 

今後の水道料金と下水道使用料の 

　　　　　　　　　　あり方について 

平成31年度笠松町事務体制 
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2019 May2019 May

　国の登録有形文化財である杉山邸で、4月26日から「五
月人形展」が開催されます。 
　町内の家庭から持ち寄られた五月人形や兜飾り、鯉
のぼりをはじめとする節句飾りのほか、杉山邸を管理す
るNPO法人「笠松を語り継ぐ会」の会員が手作りした
つるし藤などが母屋や蔵にところ狭しと並びます。 
　各家庭で大切にされてきた節句飾りを、町家造りの
風情ある会場でお楽しみください。 
【期間】5月6日（月・祝）まで 
【時間】午前9時30分～正午・午後1時30分～4時 
【場所】杉山邸（下本町63番地）　【料金】無料 

町制施行130年記念ロゴマーク 

～こどもたちの成長を願って～ 1枚 1枚 

立派な鯉のぼりが出迎える杉山邸 

令和元年5月1日　第1104号 
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